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第一編 総論

１ 狛江市避難所運営基本マニュアルの目的等
狛江市避難所運営基本マニュアル（以下、「本マニュアル」という。）は、首都

直下地震等の大規模地震及び台風・大雨等の風水害、その他の災害が発生した際

に、市初動要員や市教育部避難所担当職員等の市職員（以下、「市避難所派遣職

員」という。）及び避難所運営協議会（以下、「協議会」という。）が迅速かつ正確

に避難所の開設、避難所運営本部としての運営を実施するため、災害時における

活動について、基本的な事項を示すことを目的として策定する。

２ 対象とする災害

本マニュアルは、首都直下地震等の大規模地震（狛江市で震度６弱以上が観

測）（以下、「震災時」という。）及び予測が可能な台風・大雨等の風水害（以下、

「風水害時」という。）、狛江市で震度５強以下が観測された地震や突発的な災害

等のその他の災害（以下、「その他の災害」という。）により避難所を開設する必

要がある場合を対象とする。

このマニュアルでは、開設の方法を突発的な災害発生後に開設する「震災時」

と予測可能な災害が発生する前に避難場所として開設する「風水害時」の２種類

に分けて記載する。「その他の災害」の対応については、避難所の開設を市災害対

策本部が決定する際に、どちらの方法を採用するか指示される。

大雨による河川の氾濫等から命を守るためには、市民の素早い避難行動が重要

である。そうした避難者を受け入れる態勢を確保するため、市が高齢者等避難

（警戒レベル３）、避難指示（警戒レベル４）（以下、「避難情報」という。）の発

令を行う段階では、市は、可能な限りの指定避難所及び指定緊急避難場所（以

下、「避難所」という。）を開設し、なるべく多くの避難者を受け入れる態勢を整

えることが求められる。

◎ 狛江市で震度６弱以上が観測された大規模地震

◎ 台風・大雨等の予測が可能な風水害

◎ その他の災害（震度５強以下の地震・突発的な災害等）
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３ 開設する避難所

利用階層等は、多摩川及び野川の洪水浸水想定区域図（想定最大規模）を基に設定。

避難所名 所在地
震
災

風
水
害

風水害時

利用階層等

災害時

集合場所

狛江第一小学校 和泉本町１-37-１ ○ ○ 体育館・校舎１階以上 ○

狛江第三小学校 猪方１-11-１ ○ ○ 校舎３階以上 ○

狛江第五小学校 東野川１-35-13 ○ ○ 校舎２階以上 ○

狛江第六小学校 駒井町１-21-１ ○ ○ 校舎３階以上 ○

和泉小学校 中和泉３-33-１ ○ ○ 校舎２階以上 ○

緑野小学校 和泉本町４-３-１ ○ ○ 体育館・校舎１階以上 ○

狛江第一中学校 和泉本町２-15-１ ○ ○ 体育館・校舎１階以上 ○

狛江第二中学校 猪方２-７-１ ○ ○ 校舎３階以上 ○

狛江第三中学校 元和泉１-23-１ ○ ○ 校舎２階以上 ○

狛江第四中学校 東野川４-１-１ ○ ○ 体育館・校舎１階以上 ○

上和泉地域センター 和泉本町４-７-51 ○ ○ 体育館・１階以上

中央公民館 和泉本町１—１—５ ○ ２階以上

西和泉体育館 西和泉１-16-１ ○
西和泉

グランド

狛江高等学校 元和泉３-９-１ ○ ○
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４ 避難所運営に関わる組織
⑴ 狛江市災害対策本部の組織図

⑵ 震災時及び長期的な避難所生活の避難所運営における組織図

本部長室

本部長（市長）、副部長（副市長、教育長、危機管理監）、

本部員（各部局長、安心安全課長、消防署長、消防団長等）

災
対
議
会
事
務
局

災
対
教
育
部

災
対
都
市
建
設
部

災
対
環
境
部

災
対
子
ど
も
家
庭
部

災
対
市
民
生
活
部

災
対
福
祉
保
健
部

災
対
総
務
部

災
対
企
画
財
政
部

狛江市災害対策本部

施設管理者
〇 校長
〇 副校長 等

市避難所派遣職員
〇 教育部避難所担当職員
〇 初動要員
〇 その他派遣職員 等

連携

班員

避難者

代表者会議への参加

連携

班員

本部長

避難所運営本部

避難者ボランティア

班員

運営に協力

班員

外部ボランティア

支援

班員

企画推進委員長

狛江市災害対策本部

総務班
〇 班長
〇 副班長

副本部長

施設管理班
〇 班長
〇 副班長

副本部長

物資供給班
〇 班長
〇 副班長

副本部長

保健衛生班
〇 班長
〇 副班長

ボランティア班
〇 班長
〇 副班長

本部役員
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⑶ 風水害時の避難所運営における組織図

⑷ 組織別任務

組織名等 主な任務等

◆市避難所派遣職員

市教育部

避難所担当職員

市避難所派遣職員の指揮、役割調整、風水害時における指揮統括、市

災害対策本部との連絡調整

※教育部は、狛江市災害対策本部条例施行規則（昭和 39 年規則第 10 号）

に基づき、災害時の事務分掌として「避難所の開設及び運営に関するこ

と」が定められている。

市初動要員

避難所の開錠、避難所の開設、風水害時における避難所の運営

※市職員のうち、狛江市職員の災害時初動要員に関する規程（平成 26 年

要綱第 16 号）に基づき初動要員に指定された職員。避難所近隣に居住

する職員を予め指定しておくもの。

市福祉保健部

避難所担当職員

（風水害時のみ）

福祉避難スペースの運営管理、要配慮者対応

※風水害時においても長期的な避難所生活が必要な被害が発生した場合に

おいては、福祉避難所の開設を担うため、撤収を含め人員を調整する。

その他

避難所派遣職員
応援及び交代要員

狛江市災害対策本部

施設管理者
〇 校長
〇 副校長 等

連携

市避難所派遣職員統括担当

市避難所派遣職員

〇教育部避難所担当職員

〇市初動要員

〇福祉保健部避難所担当職員 等

避難所運営協議会

〇本部役員（会長・副会長・班長等）

〇各班委員 等

避難者ボランティア

運営に協力

避難者

避難所運営本部
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⑸ 各組織の服装

◆避難所運営協議会（震災時及び長期的な避難所生活における避難所運営本部）

本部役員
震災時及び長期的な避難生活を行う避難所運営本部の指揮統括、避難

所運営協議会における最終意思決定

企画推進委員会 班を超えた事項等、避難所運営全体の総合調整

総務班 避難者の受付、避難者名簿の作成 等

施設管理班 避難所レイアウト作成、資機材の展開、施設の復旧確認 等

物資供給班 備蓄物資・資機材の管理、物資等の要請・受入れ・配布、食料提供 等

保健衛生班
応急手当の支援、要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児、その他の特に

配慮を要する者をいう。以下同じ。）への支援、衛生管理の実施 等

ボランティア班 ボランティアの募集、受付、ボランティアのコーディネート 等

◆施設管理者

校長・副校長等 学校等施設利用に関する調整

◆避難者ボランティア（運営への協力が可能な避難者）

避難者ボランティア ボランティア班等の割振りで各班の活動に参加

組織名等 服装

◆市職員

統制担当 黒ベスト（市職員代表）

その他市職員 青ベスト（狛江市と印刷）

◆避難所運営協議会

本部役員 協議会ベスト（赤）

総務班 協議会ベスト（オレンジ）

施設管理班 協議会ベスト（黄）

物資供給班 協議会ベスト（緑）

保健衛生班 協議会ベスト（白）

ボランティア班 協議会ベスト（青）

◆施設管理者

校長・副校長等 災害対策服（校長・副校長用）
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５ 避難所運営の原則
⑴ 担当施設への参集

◆ 震災時、市初動要員及び協議会員は、担当施設に参集し、活動を開始する。

（市初動要員については休日・夜間時のみ直接参集。平日昼間時は、市災害

対策本部が出動を命じた市避難所派遣職員が避難所へ参集。）

市教育部避難所担当職員は、市役所へ参集後、必要物資を持参のうえ、担

当避難所へ参集する。

◆ 風水害時は、市災害対策本部等の指示により、市避難所派遣職員は避難所

へ参集する。市災害対策本部は、協議会へ避難所運営の協力を要請する。

⑵ 避難所開設前（震災時）

◆ 市避難所派遣職員及び協議会員は、参集後、災害時集合場所となる校庭等

へ避難者を受け入れるため、校門等を開錠する。

◆ 市避難所派遣職員及び協議会員は、災害時集合場所に避難した避難者に対

して、身の安全が確保され、周囲で火災が発生していない、余震が連続的に

発生していない等、災害の状況が落ち着いた段階で一度自宅の確認を促し、

原則、自宅での生活が困難な被災者を避難所へ受け入れる。

◆ 市避難所派遣職員及び協議会員は、避難者へ自宅の確認を促すのと同時に

避難所施設の安全確認を行い、完了後、避難所開設の準備を行う。その際、

市避難所派遣職員及び協議会員のどちらかが参集できていない状況であって

も、可能な限り避難所開設に向け、準備を行う。開設準備が完了後、災対教

育部へ連絡し、開設の指示を受ける。

◆ 避難者は、避難所施設の安全確認及び避難所の開設準備が完了し、避難所

が開設するまで待機する。

⑶ 避難所開設前（風水害時）

◆ 市避難所派遣職員は、事前に決定された時間に避難所へ参集し、開設準備

を開始する。

◆ 協議会員は、市災害対策本部からの協力要請に応じて、可能な範囲で開設

準備に協力する。

◆ 市教育部避難所担当職員は、福祉避難スペースを含む避難所全体の開設準

備が完了後、災対教育部へ連絡し、開設の指示を受ける。

◆ 風水害時の避難所開設には、避難情報の発令による避難所開設と、早めの

避難をする市民のための自主避難所があり、食事や物資の提供等に関して違

いがあるが、このマニュアルでは、運営方法は同様として記載し、自主避難

所の開設準備や受入方法についても、避難所の運営方法で行うこととする。
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⑷ 避難所の開設期間

◆ 避難所は、ライフラインの復旧及び被災者が自立して一定の生活ができる

ようになるまでを目途として開設し、必要に応じて統廃合等を行うとともに、

避難所となる施設の本来業務の早期再開に努める。

◆ 開設期間は原則発災後７日間とし、状況に応じて１週間単位で延長する。

開設期間の延長等については、市災害対策本部が事前に東京都知事の承認を

得て、決定する。

◆ 風水害時においては、緊急避難場所として 24 時間程度の短期的な開設を原

則とするが、市内に甚大な被害が発生し、避難所生活を余儀なくされた場合

については避難所として同様の対応を行う。

⑸ 避難所の機能

◆ 避難所は、地域を問わず避難者を受け入れ、最低限の生活支援を公平に行

う。避難所の避難者への支援を優先するが、在宅避難者についても、施設の

利用や食料・物資の配布対象とする。

⑹ 避難所運営は避難者自身の自主運営を原則とする

◆ 震災時の開設当初には、協議会を中心とした避難所運営本部を組織し、運

営を行い、本部長が指揮統括する。市避難所派遣職員及び施設管理者は避難

所運営本部と連携し、開設、運営の支援を行う。

◆ 風水害時において緊急避難場所としての避難所開設は、市避難所派遣職員

が避難所運営本部の主体となり、市避難所派遣職員統制担当が指揮統括する。

◆ 長期的な避難所生活の運営は、避難者自身による自主運営が原則である。

避難者が避難所運営本部に参加することや避難者ボランティアとして避難所

運営に関わること、代表者会議に参加することで、自主運営を実現する。

◆ 避難所生活における避難所運営本部では、可能な限りローテーションを組

み、交代で運営をすることができるよう検討する。

◆ 避難所の運営に関わる市避難所派遣職員、協議会、避難者ボランティアの

総称を運営スタッフとする。（風水害時の避難所開設は、避難者を除く）

◆ 避難所施設の安全確認による結果や、開設判断、避難所運営に関する責任

は、市災害対策本部にある。（盗難・紛失等は避難者個人の責任である。）

⑺ 要配慮者への支援や男女のニーズの違い等に十分配慮する

◆ 要配慮者への特別な支援については、福祉避難スペースの設置や必要に応

じて福祉避難所を開設し、搬送する等、個別に対応する。

◆ 運営スタッフは、授乳スペース、オムツ交換スペース、男女別の更衣室の

設定等、女性の意見を積極的に聞き、男女のニーズの違いに十分配慮する。
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６ 震災時と風水害時の相違点

○震災時における本マニュアルの時系列

○風水害時における本マニュアルの時系列

震災時 風水害時

運営主体 協議会を中心とした運営本部 市避難所派遣職員

指揮統括 避難所運営本部長 市避難所派遣職員統制担当

開設時期 地震の発生に伴い開設
気象情報等を踏まえ計画的に開

設

開設期間
原則発災後７日間とし、状況に

応じて１週間単位で延長

原則短期間（24時間程度）

市内の被害状況に応じて延長

市避難所派遣職

員の参集基準

狛江市で震度６弱以上の地震

が観測された場合に参集（夜

間・休日の場合）

平日昼間は市から指定された

市職員を派遣

台風の接近等により市内に甚大

な被害が生じる恐れがある場

合、市災害対策本部の指示に基

づき参集

協議会の参集基

準

狛江市で震度６弱以上の地震

が観測された場合に参集

市災害対策本部からの協力要請

（概ね 24時間前まで）に基づい

て参集

避難所として使

用する場所

施設の安全確認で安全が確認

された、ゾーニング図に基づい

たスペース

ゾーニング図に基づき、想定浸

水深（最大規模）の影響がないス

ペース

備蓄食料の供給
準備が整い次第、供給開始

（詳細は P.38）

原則として、供給しない

長時間開設の場合に災害対策本

部の指示に基づき、供給

受
入
れ
概
ね
終
了

避
難
所
開
設

発
災

避難所生活編（P.40～）避難者受入編（P.30～）開設準備編（震災時）（P.15～）

避難所生活編（P.40～）

避
難
所
開
設

発
災

避難者受入編（P.30～）開設準備編（風水害時）（P.24～）

受
入
れ
概
ね
終
了
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７ 感染症対策
〇基本的な考え方

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の場合は、軽症者等であっても原則と

して避難所に滞在することは適当ではない。しかし、在宅避難ができない等、一

時的に避難所で受け入れざるを得ない場合も考えられることから、「避難所におけ

る新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（令和２年６月東京都）」に基づき、

自宅療養者、濃厚接触者、咳・発熱等の症状があり感染の疑いのある人の専用ス

ペースを設定する。

また、受入れにあたっては、自宅療養者、濃厚接触者等の人権やプライバシー

に最大限配慮する。

避難所での避難者の受入れの基本的な考え方は次の表のとおりである。

※ 自宅療養者のホテル等への入所は、市から多摩府中保健所経由で連絡を受

けた都が調整を行う。

※ 自宅療養者や濃厚接触者の避難に関して、必要な情報共有については、市

と多摩府中保健所で事前に整理しておき、可能な範囲で避難所以外の避難先

を事前に検討する。

※ 緊急性の高い症状：顔色が明らかに悪い・唇が紫色になっている・様子が

おかしい・息が荒くなった・急に息苦しくなった・生活をしていて少し動く

と息苦しい・胸の痛みがある・横になれない・座らないと息ができない・肩

で息をしている・突然（２時間以内を目安）ゼーゼーしはじめた・ぼんやり

している（反応が弱い）・もうろうとしている（返事がない）・脈がとぶ・脈の

リズムが乱れる感じがする 等

区 分 基本的な対応

咳・発熱等の感染の

疑いがある人

発熱者等専用スペースで受け入れる。

健康観察を行い、緊急性の高い症状がある場合には、医療機関等

を受診させる。

濃厚接触者

（健康観察期間中）

濃厚接触者専用スペースで受け入れる。

症状が出現し感染が疑われる場合には、医療機関等へ受診させる。

自宅療養者

自宅療養者待機スペースに待機させて、保健所に連絡し、ホテル

等の宿泊療養施設に入所を調整する。ただし、移動に危険が伴う

場合や受入施設が確保できない場合は、自宅療養者待機スペース

で健康観察する。

上記以外の

一般避難者

一般避難スペースで受け入れる。ただし、妊産婦や障がい者等の

配慮が必要な方は、福祉避難スペースで受け入れることも考慮す

る。
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第二編 避難所開設準備編（震災時）
この編では、震災直後の参集から避難所開設準備について記載する。

１ 震災時の避難所開設フロー
市災害対策本部 市避難所派遣職員 協議会 避難所の動き

避難所開設の確認

避難所開設の指示

市災害対策本部設置

施設の安全確認報告

避難所へ

直接参集

（市初動要員）

避難者の受入れ開始

避難所開設準備

完了報告

【避難所施設の安全確認】

避難所開設準備

避難所へ

自主的に参集

感染症対策

施設の開錠

避難スペースの設営

案内看板の設置

災害時集合場所

の開放

狛江市で震度６弱以上が

観測された地震の発生
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２ 震災時避難所開設の基本手順
項 目 内 容 担 当

参
集
～
避
難
所
到
着

１ 持参物の準備
自分や家族の身の安全を確保したのち、自身の生活必需

品、避難所の鍵を持ち出す準備をする。

市避難所派遣職員

協議会

２ 参集

（震度６弱以上の地

震が発生した場合）

市初動要員・協議会 直接避難所へ参集する。 市初動要員・協議会

市教育部避難所担当

職員

市役所にて SIM端末及びその他必

要な資器材を受領し避難所へ参

集する。

市教育部避難所担当

職員

３ 無線の開局 備蓄倉庫の無線で市災害対策本部へ開局の報告をする。 市避難所派遣職員

４ 災害時集合場所

の開放
避難所施設の門等を開錠し、災害時集合場所を開放する。

市避難所派遣職員

協議会

５ 避難者への説明
災害時集合場所に避難してきた避難者に対し、「現在の状

況と今後の避難所開設の流れ」について説明する。

市避難所派遣職員

協議会

避
難
所
開
設
準
備

６ 外観の安全確認

安全確認資機材セット内の「避難所立入りの前の安全確

認手順」や「避難所（建物）立ち入り前の安全確認チェッ

ク表（様式２）」を用いて外観の安全確認を行う。

市避難所派遣職員

施設管理班等

７ 施設の開錠・内

部の安全確認
施設を開錠し、６と同様に建物内部の安全確認を行う。

市避難所派遣職員

施設管理班等

８ 施設ライフライ

ン設備の確認

電気、ガス、水道、トイレの状況を確認し、「避難(場)所

状況報告書（様式１）」を用いて災対教育部へ報告する。

市避難所派遣職員

施設管理班等

９ 連絡手段の確保
備蓄倉庫内、職員室内の無線機、持ち出した SIM 端末、事

務室内のFAX等複数の手段で連絡ができるよう確保する。
市避難所派遣職員

10 ボランティア窓

口の開設
避難者ボランティアを受け付ける窓口を設置する。 ボランティア班等

11 避難スペース設営

各避難スペースの設営を行う。一般避難スペース、発熱者等

専用スペース、福祉避難スペース、ペット専用スペース等を

設ける。

運営スタッフ

12 避難所運営機材

の設置

備蓄倉庫内の資機材を提供し、払出し状況を「物資管理表

（様式 21）」に記録する。トイレや照明等の避難所運営

機材の設置をする。

物資供給班・

施設管理班等

13 感染症対策
検温・問診所の設置、感染症対策用資器材の準備、掲示物

を掲示する。
運営スタッフ

14 避難者の受入準備

施設入口付近に受付及び福祉避難スペース受付を設置

し、「初期避難者受付カード（様式６）」・「福祉避難スペ

ース受付質問票（様式 23）」・筆記用具等を準備する。

運営スタッフ

受付付近に持参した掲示物等を掲示する。 運営スタッフ

「職員対応集計表（様式 14）」を記録する。 市避難所派遣職員

準備が完了したら市災害対策本部へ報告する。 市避難所派遣職員
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３ 震災時の避難所開設基本手順詳細
１ 持参物の準備 （担当：市避難所派遣職員・協議会）

・ 市避難所派遣職員及び協議会は、自分や家族の身の安全を確保したのち、参

集するための準備を行う。自身の生活必需品、避難所施設の開錠に必要な鍵を

準備する。

２ 参集 （担当：市避難所派遣職員・協議会）

・ 市初動要員は、直接避難所へ、市教育部避難所担当職員（複数指定の場合は

１名）は、市役所庁舎にて SIM 端末及び校舎等の鍵、その他必要な資器材を確

保し、避難所へ参集する。

・ 協議会は、各避難所へ直接参集し、避難所運営本部を組織する。参集後の人

員等の状況に応じて、本部役員等が開設準備に必要な役割を分担する。

・ 本部役員は、各班における準備の進捗状況等、避難所内の状況把握につとめ、

必要に応じて、各班の人員、物資の過不足等を調整する。

・ 市避難所派遣職員のうち、市教育部避難所担当職員から１名を市避難所派遣

職員統制担当として選出する。市教育部避難所担当職員がいない施設について

はそれ以外の市避難所派遣職員から１名を選出する。（可能な限り上位の職層の

市職員）

・ 市避難所派遣職員統制担当は、他の市避難所派遣職員を指揮し、災対教育部

との連絡調整を行う。

３ 無線の開局 （担当：市避難所派遣職員）

・ 市避難所派遣職員は、備蓄倉庫内の防災行政無線（携帯無線機）を起動し、

災対教育部へ無線開局の連絡をする。無線の開局と併せて、避難所の状況、市

職員の参集状況等を報告する。（資料１）

４ 災害時集合場所の開放 （担当：市避難所派遣職員・協議会）

・ 避難所に参集した市避難所派遣職員及び協議会、施設管理者は、災害時集合

場所の門戸を開放し、避難者が待機できるようにする。

・ 保健衛生班等は、災害時集合場所の一角にブルーシート等で傷病者の応急手

当を実施するためのスペースを設置し、避難者に傷病者がいた場合は、備蓄倉

庫内の救急箱等を活用し、避難者等と協力して応急手当を開始する。

・ 対応が困難な重傷者等については、その場から 119 番通報で救急要請を行

い、（繋がらない場合は、災対教育部へ）、救急隊到着まで対応をする。

・ 看護師ボランティアの参集が各避難所で確認された場合は、応急手当の支援

等を要請する。
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５ 避難者への説明 （担当：市避難所派遣職員・協議会）

・ 市避難所派遣職員及び協議会員は、火災や倒壊等の周囲の危険性が低くなっ

たら、避難者は一度自宅に戻り、自宅での生活が可能かどうか確認するように

伝える。

・ 市避難所派遣職員は、無線等を用いて災害対策本部へ避難者に自宅の確認を

促した旨を報告する。

・ 市避難所派遣職員及び協議会員は、避難者に対して、「避難所施設の安全確

認を行った後で、開設準備をすること」及び「避難所の開設には時間がかかる

こと」を説明し、開設にむけた協力者を募る。

６ 外観の安全確認 （担当：市避難所派遣職員・施設管理班等）

・ 市避難所派遣職員及び施設管理班、避難者等で協力し、各避難所備蓄倉庫安

全確認資機材セット内の「避難所立入りの前の安全確認手順」や「避難所（建

物）立ち入り前の安全確認チェック表（様式２）」を用いて外部から避難所施

設の安全確認を行う。

７ 施設の開錠・内部の安全確認 （担当：市避難所派遣職員・施設管理班等）

・ 外観の安全確認が完了した後、市避難所派遣職員及び施設管理班、避難者等

は、避難所となる施設を開錠し、警備装置等の設定がある場合は、併せて解除

操作を行う。施設の開錠後、施設内部の安全確認を実施する。

・ 校舎の開錠については、施設管理者が参集している場合は施設管理者と調整

し、施設管理者が参集できていない場合は、災対教育部で所有している鍵を使

用する等対応をとる。

８ 施設ライフライン設備の確認 （担当：市避難所派遣職員・施設管理班等）

・ 市避難所派遣職員及び施設管理班、避難者等で施設外部及び内部の電気、ガ

ス、水道、トイレの使用可否等の状況を目視や臭気等により確認する。

・ 市避難所派遣職員は、「避難(場)所状況報告書（様式１）」を記入し、災対教

育部へ報告する。

・ 夜間、停電が発生していない場合は、施設の照明を点灯し、照明を確保する。

９ 連絡手段の確保 （担当：市避難所派遣職員）

・ 市避難所派遣職員は、災対教育部との連絡手段を確保する。
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※ 連絡手段一例

・ 連絡手段は、口頭での連絡は無線機（資料１）、資料等の受け渡しは SIM 端末

（庁内グループウェアシステム、コミュニケーションツール（LINE WORKS）等

を使用）又は FAX を利用する。

・ 市教育部避難所担当職員は、施設ごとに配備されている連絡手段が異なるた

め、事前に確認し、施設ごとの連絡手段を使用する。

・ 市避難所派遣職員は、避難所開設セットから避難所内の連絡で使用するトラ

ンシーバーを確保する。（資料２）

・ 市教育部避難所担当職員は、連絡手段の確保ができ次第、災対教育部へ、現

在の市避難所派遣職員及び協議会の参集状況を報告する。災対教育部は、市避

難所派遣職員の参集状況によっては、災対総務部へ応援を要請する。

10 ボランティア窓口の開設 （担当：ボランティア班等）

・ 準備段階から協力が得られるよう、避難者ボランティアを受け付けるための

窓口を開設し、受付を行う。

・ ボランティア登録のための様式は避難者ボランティアには記載を依頼せず、

P.46 の避難所生活編以降の外部ボランティアの受付で使用する。

・ ボランティア班等は、本部役員等と必要人数の割振りを協議し、受け付けた

避難者ボランティアを配分する。

11 避難スペース設営 （担当：運営スタッフ）

・ 運営スタッフ、施設管理者は、「震災時ゾーニング図」で決められた各避難ス

ペースを設営する。

・ 一般避難スペースにおいては、避難者自身が避難スペースの設営をする等、

各避難所の規模や協議会の方針に応じて対応することとする。

・ 一般避難スペースの一人当たりの避難スペースは、概ね 1.6ｍ×２ｍ程度と

する。人と人との間隔を１ｍ程度開けられるよう、エアマット等寝具の両脇50cm

ずつを個人の荷物置き場等にすることとする。

連絡手段 設置場所 (※学校の場合)

防災行政無線（無線機） 備蓄倉庫、職員室(外部ケーブル接続)

SIM 端末 市教育部避難所担当職員が持参

FAX 事務室等

通
路
１
ｍ

50cm

通路１ｍ
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・ 発熱者等専用スペースには、可能な限り間仕切り等で２ｍ×２の区画を設置

する。（間仕切りの数量や設置する部屋の状況、発熱者等の人数から判断する）

・ 市避難所派遣職員、保健衛生班等は、福祉避難スペースを設営する。福祉避

難スペースには、必要に応じて間仕切り等で２ｍ×２ｍの区画やエアベッドを

設置する。（間仕切りの数量や設置する部屋の状況から判断する）

・ 各部屋の入り口付近にスペースの名称を示した掲示を行う。

12 避難所運営機材の設置 （担当：物資供給班・施設管理班等）

・ 物資供給班等は、備蓄倉庫の状況を把握し、各班の要請等に応じて、備蓄倉

庫内の資機材を提供する。払出した物資について、「物資管理表（様式 21）」を

使用して、記録する。

・ 施設管理班等は、災害時集合場所の避難者や避難所の準備のため、必要に応

じて照明、トイレ、災害時避難所特設電話、応急給水用スタンドパイプ等を設

置する。

・ 備蓄倉庫にある災害時避難所特設電話を、「災害時避難所特設電話の設置方法

（資料 10）」に基づき災害時避難所特設電話用分電盤に接続し、設置する。設置

後、NTT 東日本（03-6433-9764）に対し運用開始の連絡を行い、本部役員へ設置

完了の報告をする。設置後の管理は総務班等へ引継ぐ。

・ 避難所施設が断水していて、敷地内の応急給水栓が使用可能な場合は、備蓄

倉庫内にある応急給水資機材（黄色の応急給水資機材バッグ内スタンドパイプ

等）を設置する。設置後の給水作業は物資供給班等へ引継ぐ。

掲示物 掲示場所

一般避難スペース 通常の避難スペース

発熱者等専用スペース 感染症の陽性者や濃厚接触者、発

熱等の体調不良者を受け入れる避

難スペース

福祉避難スペース 配慮が必要な方の避難スペース

ペット専用スペース ペットのための避難スペース

立ち入り禁止 使用不能エリア

⇒その他、感染症対策や避難所内案内用の掲示をする
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・ トイレの設置については、以下の優先順位及びフローを基準に市避難所派遣

職員及び施設管理班等で対応する。上位のトイレが使用開始した場合には、下

位のトイレの使用は終了するが、トイレの使用状況によっては併用する。

・ 仮設トイレは、極力人通りが多い明るい場所に設置し、男女別に設置する。

・ トイレの設置に際しては、「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン

（平成 28 年内閣府（防災担当））」を参考に実施する。

震災時トイレ設置優先順位・使用開始フロー（準備 使用 使用終了 ）

設置

優先

順位

トイレの種類

使用開始フロー

避難所施設の

安全確認中

避難所施設の安全確認完了

→上下水道確認
上下水道が使用可能

１
避難所施設の

水洗トイレ

準備の業務

〇施設の安全確認実施

準備の業務

〇上下水道の状況確認

〇各便器へ使用禁止の掲示

準備完了後使用開始

使用における業務

〇衛生管理

２
マンホール

トイレ

準備の業務

〇便器設置 〇案内掲示

〇テント組み立て

〇貯留管への充水

準備完了後使用開始

使用における業務

〇衛生管理

〇貯留管からの排水

〇警備 等

状況に応じて使用終了

使用後の業務

〇貯留管からの排水

〇清掃・撤去

３
仮設トイレ

（貯留式）

準備の業務

〇設置場所の決定・組立

〇災害対策本部へ

使用開始確認

〇案内掲示

準備完了後使用開始

使用における業務

〇衛生管理

〇し尿処理

〇警備 等

状況に応じて使用終了

使用後の業務

〇し尿処理

〇清掃・撤去

４ 携帯トイレ

準備の業務

〇倉庫から運搬

上記組立完了後

使用開始

使用における業務

〇衛生管理

水洗トイレ個室内で

使用開始

使用における業務

〇衛生管理

状況に応じて使用終了

使用後の業務

〇ゴミの処理

〇清掃
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準備の中で優先すべき業務（出来る限り並行して実施）

①避難所施設の安全確認・安全確認中の施設へ立ち入りの制限

②マンホールトイレの便器設置及びテント組み立て・充水

③仮設トイレの設置場所決定・組立

④携帯トイレの運搬→各トイレ組立完了後、テント内で携帯トイレの使用開始

⑤使用中のトイレの衛生管理

・ 避難所施設の水洗トイレは、施設の安全確認の完了までの間は立ち入り禁止

とし、断水、排管の状況が確認できるまでは、使用禁止とする。（資料３）

・ 上下水道の確認として、断水が発生していない場合は、使用せずに水を流し、

詰まっていないか、周辺や下階で漏水がないか等の確認を行う。確認が完了し

た段階で、水洗トイレの使用を開始し、トイレが足りている場合は、他のトイ

レの準備・使用は終了する。

・ 仮設トイレの準備が完了した場合、市避難所派遣職員は、災対教育部に仮設

トイレの使用開始及びし尿処理について、確認をする。市災害対策本部でし尿

処理の態勢が整い、仮設トイレの使用開始の許可が下りた段階で仮設トイレの

使用を開始する。

・ 各トイレ使用開始後の衛生管理については、保健衛生班等で対応し、清掃は

避難者自身で実施するよう避難所内のルールを検討する。

13 感染症対策 （担当：運営スタッフ）

・ 運営スタッフは、災害時集合場所から避難所へ移動する動線上に検温・問診

所を設営する。検温・問診所には長机、非接触温度計、簡易問診票等を用意し、

「検温・問診所」等の掲示をする。

・ 運営スタッフは、誘導や掲示による誘導を行い、発熱者等専用スペースの避

難者が他の避難者と動線が重ならないよう配慮する。

14 避難者の受入準備 （担当：運営スタッフ）

・ 総務班等は、入口付近に受付を設置する。受付には、受付カード記載用の机

と受付用の机を用意し、掲示物を掲示をする。記載用の机には、筆記用具や「初

期避難者受付カード（様式６）」を用意する。

・ 市避難所派遣職員及び保健衛生班等は、受付横に福祉避難スペース受付を設

置する。福祉避難スペース受付には、「福祉避難スペース受付質問票（様式

23）」、ネームカード等を準備する。

・ 運営スタッフは、アレルギー缶バッジを受付に準備し、アレルギー対応が必

要な小さな子どもの避難者等に配布できるよう掲示物を掲示する。
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・ 避難所施設からホワイトボード等が借用できる場合は、受付付近に設置する。

・ ホワイトボードや受付周辺等に避難者への情報提供用の掲示を行う。

・ 手話通訳者、要約筆記者が参集したら、検温・問診所に配置し、必要な避難

者の対応ができるよう通訳者を配置していることを掲示する。併せてホワイト

ボード（脚のない 1.8ｍ×0.9ｍのもの）やコミュニケーションボード（磁気で

書き消しができるもの）を準備する。

・ 市避難所派遣職員は、避難所開設準備が整い次第、災対教育部へ準備完了報

告を行い、避難所開設の指示を仰ぐ。

・ 市災害対策本部の避難所開設の決定を受け、災対教育部は、市避難所派遣職

員へ避難所開設の指示をする。

・ 市避難所派遣職員は、「職員対応集計表（様式 14）」に氏名等を記載する。以

後、増員等があった場合はその都度氏名等を記載する。市避難所派遣職員が撤

収する際は撤収日時を記載する。

・ 市避難所派遣職員は、災対教育部より避難所の開設指示を受けたら、運営ス

タッフへ伝達する。

・ 運営スタッフは、開設の指示後に、「避難所」の立て看板を施設の入り口に設

置する。

・ 運営スタッフは、避難者が集まることができる場所にテレビ、ラジオを設置

し、避難者の情報収集手段を確保する。施設管理者がいる場合は、ラジオを館

内放送で拡声することも検討する。
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第三編 避難所開設準備編（風水害時）

この編では、風水害の発生に備えた避難所開設準備について記載する。

１ 風水害時の避難所開設フロー
市災害対策本部 教育部 市避難所派遣職員

水防活動態勢の検討

（施設の休館等の検討）

市避難所派遣職員の把握

協議会へ

協力を要請

施設管理者・協議会等

との調整

要員の確保

鍵・資器材の準備

参集手段の確認

（必要に応じて待機）

避難情報の発令

避難所開設準備指示

開設準備完了報告

開設を指示

市職員の派遣を指示

避難者の受付開始

看板の設置

開設準備完了報告

開放エリアの設定

連絡手段の確保

施設の開錠
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２ 風水害時の避難所開設基本手順
項 目 内 容 担 当

参
集
前
事
前
準
備

１ 態勢の確認
市避難所派遣職員が参集する時間を決定し、協議会や施

設管理者には、事前に協力を要請する。
市避難所派遣職員

２ 持参物の準備
避難所の鍵、マニュアル及び自身の生活必需品等を準備

する。
運営スタッフ

３ 施設管理者との

調整

施設管理者へ避難所開設や準備開始の時間等を伝え、使

用可能なスペース等を事前に調整する。
市避難所派遣職員

避
難
所
開
設
準
備

４ 参集
事前に決定した時間に市避難所派遣職員及び参集可能な

協議会員、施設管理者は、参集し、準備を開始する
運営スタッフ

５ 施設の開錠 警備装置等の解除及び開錠をする。
市避難所派遣職員

施設管理者 等

６ 連絡手段の確保
備蓄倉庫内、職員室内の無線機、持ち出した SIM 端末、事

務室内のFAX等複数の手段で連絡ができるよう確保する。
市避難所派遣職員

７ 施設ライフライ

ン設備の確認

電気、ガス、水道、トイレの使用可否等の状況を確認し、

「避難(場)所状況報告書（様式１）」を用いて災対教育部

へ報告する。

運営スタッフ

８ ボランティア窓

口の開設
避難者ボランティアを受け付ける窓口を設置する。 運営スタッフ

９ 避難スペース設営

各避難スペースの設営を行う。一般避難スペース、発熱者等

専用スペース、福祉避難スペース、ペット専用スペース等を

設ける。

運営スタッフ

10 感染症対策
検温・問診所の設置、感染症対策用資器材の準備、掲示物

を掲示する。
運営スタッフ

11 避難者の受入準備

施設入口付近に受付及び福祉避難スペース受付を設置

し、「初期避難者受付カード（様式６）」・「福祉避難スペ

ース受付質問票（様式 23）」・筆記用具を準備する。

運営スタッフ

受付付近に持参した掲示物等を掲示する。 運営スタッフ

「職員対応集計表（様式 14）」を記録する。 市避難所派遣職員

準備が完了したら市災害対策本部へ報告する。 市避難所派遣職員
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３ 風水害時の開設準備基本手順詳細
１ 態勢の確認 （担当：市避難所派遣職員）

・ 市災害対策本部は、避難所の開設準備をする時間を決定し、市避難所派遣職

員へ指示する。

・ 市災害対策本部の決定を受け、安心安全課は協議会へ、災対教育部は施設管

理者へ避難所開設の準備、運営に関する協力を要請する。

・ 市避難所派遣職員は、事前に役割分担を決定する。その際、市教育部避難所

担当職員から１名を市避難所派遣職員統制担当として選出する。市教育部避難

所担当職員がいない施設については、それ以外の市避難所派遣職員から１名を

選出する。（可能な限り上位の職層の市職員）

・ 市避難所派遣職員統制担当は、他の市避難所派遣職員及び協議会本部役員等

と連携して避難所運営を指揮し、災対教育部との連絡調整を行う。また、事前

に連絡できた場合、協議会本部役員等と役割や人員割振りの調整を行う。

・ 災対教育部は、避難所における市避難所派遣職員の状況を把握し、対応が困

難な場合は、災対総務部へ応援を要請する。

２ 持参物の準備 （担当：運営スタッフ）

・ 運営スタッフは、自身の生活必需品や避難所の施設開錠に必要な鍵を準備す

る。

・ 市避難所派遣職員は、施設に備蓄倉庫等が無く、毛布や敷き物、食料等が施

設に無い場合は安心安全課執務室で受け取り、避難所へ持参する。

・ 災対教育部は、避難所へ上記の物資等を運搬できるよう、市避難所派遣職員

やその他の職員で運搬車（トラックや軽貨物車等）の手配や運転手の調整をす

る。調整後、避難所開設開始時間までに運搬車で避難所へ持ち込む。

・ 市避難所派遣職員は、車椅子が配備されていない施設には車椅子を持ち込む。

車椅子は総務課や福祉政策課に借用する。

３ 施設管理者との調整 （担当：市避難所派遣職員）

・ 市避難所派遣職員は、担当施設の施設管理者へ避難所開設や準備開始の時間

等を伝え、使用可能なスペース等を事前に調整する。

４ 参集 （担当：運営スタッフ）

・ 市避難所派遣職員及び参集可能な協議会員、施設管理者は、事前に決定した

時間に参集し、避難所開設の準備を行う。



27

５ 施設の開錠 （担当：市避難所派遣職員・施設管理者等）

・ 施設を開錠し、警備装置等の設定がある場合は、併せて解除操作を行う。

・ 学校施設では、風水害時には校長・副校長等の施設管理者が参集するため、

開錠の必要について事前に確認する。

６ 連絡手段の確保 （担当：市避難所派遣職員）

・ 市教育部避難所担当職員は、施設の開錠後、災対教育部との連絡手段を確保

する。

※ 連絡手段一例

・ 連絡手段は、口頭での連絡は無線機（資料１）、資料等の受け渡しは SIM 端末

（庁内グループウェアシステム、コミュニケーションツール等を使用）又は FAX

を利用する。

・ 市教育部避難所担当職員は、施設ごとに配備されている連絡手段が異なるた

め、事前に確認し、施設ごとの連絡手段を使用する。

・ 市避難所派遣職員は、備蓄倉庫の避難所開設セットから避難所内の連絡で使

用するトランシーバーを確保する。（資料２）

７ 施設ライフライン設備の確認 （担当：運営スタッフ）

・ 運営スタッフ（市避難所派遣職員、施設管理班等）、施設管理者は、施設の電

気、ガス、水道、トイレの使用可否等の状況を確認する。

・ 市教育部避難所担当職員は、「避難(場)所状況報告書（様式１）」を記入し、

災対教育部へ報告する。

・ 運営スタッフ、施設管理者は、夜間の場合、施設の照明を可能な限り全体で

点灯し、避難所施設周辺全体の明かりを確保する。

・ 運営スタッフ（市避難所派遣職員、物資供給班等）、施設管理者は、備蓄倉庫

が浸水するおそれがある場合は、あらかじめ物資等を安全な場所へ移動させる。

８ ボランティア窓口の開設 （担当：運営スタッフ）

・ 運営スタッフ（市避難所派遣職員、ボランティア班等）は、避難者のボラン

ティアを受け付けるため、窓口の準備を行う。

・ ボランティア登録のための様式は避難者ボランティアには記載を依頼せず、

避難所生活編以降の外部ボランティアの受付で使用する。

連絡手段 設置場所 (※学校の場合)

防災行政無線（無線機） 備蓄倉庫、職員室(外部ケーブル接続)

SIM 端末 市教育部避難所担当職員が持参

FAX 事務室等
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９ 避難スペース設営 （担当：運営スタッフ）

・ 運営スタッフ、施設管理者は、「水害時ゾーニング図」で決められた各避難ス

ペースを設営する。

・ 一般避難スペースにおいては、避難者自身が避難スペースの設営をする等、

各避難所の規模や協議会の方針に応じて対応することとする。

・ 一般避難スペースの一人当たりの避難スペースは、概ね 1.6ｍ×２ｍ程度と

する。人と人との間隔を１ｍ程度開けられるよう、エアマット等寝具の両脇50cm

ずつを個人の荷物置き場等にすることとする。

・ 風水害時の避難所では、施設管理者の許可があれば、学校の教室等にある机

や椅子を動かさず使用し、避難者が座って待機することも可能とする。

・ 市福祉保健部避難所担当職員は、福祉避難スペースを設営する。

・ 各部屋の入り口付近にはスペースの名称を示した掲示を行う。

10 感染症対策 （担当：運営スタッフ）

・ 運営スタッフは、体育館等に検温・問診所を設営する。検温・問診所には長

机、非接触温度計、簡易問診票等を用意し、「検温・問診所」等の掲示をする。

・ 運営スタッフは、誘導や掲示による誘導を行い、発熱者等専用スペースの避

難者が他の避難者と動線が重ならないよう配慮する。

掲示物 掲示場所

一般避難スペース 通常の避難スペース

発熱者等専用スペース 感染症の陽性者や濃厚接触者、

発熱等の体調不良者を受け入れ

る避難スペース

福祉避難スペース 配慮が必要な方の避難スペース

ペット専用スペース ペットのための避難スペース

受付 避難者受付ブース

立ち入り禁止 使用不能エリア

⇒その他必要な掲示を行う。

50cm
通
路
１
ｍ

通路１ｍ
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11 避難者の受入準備 （担当：運営スタッフ）

・ 運営スタッフは、入口付近に受付を設置する。受付には、受付カード記載用

の机と受付用の机を用意し、掲示物を掲示をする。記載用の机には、筆記用具

や「初期避難者受付カード（様式６）」を用意する。

・ 市福祉保健部避難所担当職員は、受付横に福祉避難スペース受付を設置する。

福祉避難スペース受付には、「福祉避難スペース受付質問票（様式 23）」、ネー

ムカード等を準備する。

・ 運営スタッフは、アレルギー缶バッジを受付に準備し、アレルギー対応が必

要な小さな子どもの避難者等に配布できるよう掲示物を掲示する。

・ 避難所施設のホワイトボード等が借用できた場合、受付付近に設置する。

・ ホワイトボードや受付周辺等に避難者への情報提供用の掲示を行う。

・ 手話通訳者、要約筆記者が参集したら、検温・問診所に配置し、必要な避難

者の対応ができるよう通訳者を配置していることを掲示する。併せてホワイト

ボード（脚のない 1.8ｍ×0.9ｍのもの）やコミュニケーションボード（磁気で

かき消しができるもの）を準備する。

・ 市教育部避難所担当職員は、避難所開設準備が整い次第、災対教育部へ準備

完了報告を行い、避難所開設の指示を仰ぐ。

・ 市災害対策本部にて避難所開設の決定をし、災対教育部は、市教育部避難所

担当職員へ避難所開設の指示をする。

・ 市教育部避難所担当職員は「職員対応集計表（様式 14）」に氏名等を記載す

る。以後、増員等があった場合はその都度氏名等を記載する。市避難所派遣職

員が撤収する際は撤収日時を記載する。

・ 市教育部避難所担当職員は、災対教育部より避難所の開設指示を受けたら、

運営スタッフへ伝達する。

・ 運営スタッフは、開設の指示後に、「避難所」の立て看板を施設の入り口に設

置する。

・ 運営スタッフは、避難者が集まることができる場所にテレビ、ラジオを設

置し、避難者の情報収集手段を確保する。市教育部避難所担当職員は、施設管

理者とラジオを館内放送で拡声することも検討する。
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第四編 避難者受入編（共通）

この編では、各災害発生時における避難所開設後の受入れ初期段階までの避難

所運営について記載する。

１ 避難者受入方針・装備
⑴ 避難者受入方針の共有

運営スタッフは、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者や濃厚接触者等が避難

してきた場合の対応や、発熱等のない一般避難者をどこの避難スペースから優先

的に受け入れるか等の受入方針を協議し、共有する。

また、避難者それぞれの人権に配慮し、感染者を排除するのではなく、感染対策

上の必要な対応や、それぞれのプライバシーを守ることを徹底する。

同じ種類の避難スペースへの避難者の振り分け方法は、原則として、施設で使用

可能となった避難スペースの番号順（使用可能な部屋のみ）に避難者を入れてい

くこととする。また、家族など複数人で避難してきた時に別のスペースとなって

しまう場合など、不都合がある場合は、先に次のスペースへ振り分けるなど柔軟

に対応する。

⑵ 必要な防護具の装着

運営スタッフは、避難者受入時の役割分担をして、活動場所ごとに必要な防護具

を装着する。

また、こまめに手洗いや手指消毒をする。

〇活動場所別の必要な防護具

検温・問診所で活動する人 ガウン（レインポンチョ等でも可）、マス

ク、ゴム手袋、眼の防護具（フェイスシー

ルド）

専用区域で活動する人

（濃厚接触者等の受入等）

避難者受付で活動する人
マスク、ゴム手袋、眼の防護具（フェイスシ

ールド）

一般区域で活動する人

（避難者誘導等）
マスク、ゴム手袋
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初期避難者受付カード記入

l 初期避難者受付カードに記入してもら

う。

２ 避難者受入手順
⑴ 避難者の受入手順フロー

避難者到着

37.5℃以上の発熱者
問診項目該当者

検温・問診所

l 検温と問診を行う。
問診項目で該当項目がない避難者

避難者受付

l 初期避難者受付カードを回収する。
l 配慮事項に記載がある場合、福祉避難ス
ペース受付で福祉避難スペース受付質
問票で福祉避難スペースへの避難が必
要か確認する。

l 一般避難スペース用ネームカード（水
色）または、福祉避難スペースネームカ
ード（黄色）を渡す。

発熱者等専用スペース

l 専用スペース用ネームカード（ピンク

色）を渡す。

l 運営スタッフの案内で専用スペースに

移動する。

l 専用スペースで避難者カードに記入し

てもらう。

一般避難スペース

又は

福祉避難スペース

l 室内履きに履き替えて、各自、指定され
た一般避難スペース・福祉避難スペース
に移動する。

避難者受入時の留意事項

・それぞれの場所で、密にならないように必要に応じて待機位置の指定を行う等により、

避難者間に適切な距離を確保できるように配慮する。

・避難者カード記入用の筆記具は、使い捨て鉛筆を使用するか定期的に消毒する。

・災害の発生又は発生する危険が差し迫っている場合は、災害から命を守ることを最優先

し、受入手順等を簡素化して実施
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⑵ 避難者の受入基本手順

⑶ 避難者の受入基本手順詳細

１ 検温・問診 （担当：運営スタッフ）

・ 市避難所派遣職員は検温・問診所にて、避難者の検温・問診を実施する。市

避難所派遣職員の人数が不足している場合は、本部役員等と調整する。

・ 検温及び簡易問診票の指差しによる問診で異常がない避難者は、受付カード

記載台を案内する。

・ 37.5 度以上の発熱が確認された避難者や問診票で該当する項目があった避難

者は、「２ 発熱者等の誘導」のとおり、直接発熱者等専用スペースへの避難を

案内する。

２ 発熱者等の誘導 （担当：「１ 検温・問診」の担当者など）

・ 検温・問診所の担当者は、発熱等が確認された避難者に対して、検温・問診

所にてネームカード（ピンク）を手渡し、発熱者等専用スペースまで、避難者

自身で避難するよう案内する。

・ 検温・問診所の担当者は、発熱等が確認された避難者に対して、発熱者等専

用スペースで「初期避難者受付カード（様式６）」の記入をするよう案内する。

項 目 内 容 担 当

受
入
れ

１ 検温・問診 検温・問診所にて避難者に対し、検温と問診を行う。 運営スタッフ

２ 発熱者等の誘導

検温・問診により各症状に該当する避難者がいた場合は、

ここから専用スペースに誘導。

※ネームカード（ピンク）を渡す。

この場合「初期避難者受付カード（様式６）」は入室後に

記入してもらう。

運営スタッフ

３ 避難者の受付

受付カード記載台にて各自「初期避難者受付カード（様式

６）」に記入してもらう。

総務班

保健衛生班等

受付にて「初期避難者受付カード（様式６）」を受け取り、

項目を確認して、配慮事項等に記載がなければ、一般避難ス

ペースを案内する。

※ネームカード（水色）を渡す。

ペット受入れの場合「ペット受付カード（様式 22）」に記

入してもう。

「初期避難者受付カード（様式６）」の配慮事項に記載があ

る避難者のうち福祉避難スペースへの避難が必要な人を把

握し優先して福祉避難スペースに誘導する。

※ネームカード（黄色）を渡す。

４ 避難者の誘導 一般避難スペース又は福祉避難スペースに誘導する。 運営スタッフ



33

・ 原則として、案内図の手渡しや矢印の誘導掲示物による案内とするが、人員

に余裕がある場合は、P.30 に記載した発熱者等専用スペースの装備をした上で、

中間地点に人員を配置する。

・ 発熱者等専用スペースの運営は、市避難所派遣職員を中心に行い、避難者の

健康観察を行う。（P.14 第一編 ７感染症対策を参考）

３ 避難者の受付 （担当：総務班・保健衛生班等）

・ 受付カード記載台にて、避難者各自が「初期避難者受付カード（様式６）」

を記入する。

・ 総務班等（風水害時に不足している場合は、市避難所派遣職員等）は、受付

を担当する。受付にて、避難者から「初期避難者受付カード（様式６）」を受け

取り、確認する。

・ 受付では、配慮事項に記載がない場合は、人数分のネームカード（水色）を

手渡し、記載された避難スペースへ避難者自身で避難するよう案内する。

・ 避難スペースのどの部屋から避難者を振り分けるかの優先順位などについて

は、P.30 を参考に事前に担当内で共有しておく。

・ 配慮事項に記載がある避難者に対しては、P.34 に記載の「３ 配慮が必要な

方への対応」のとおり、食物アレルギー以外の記入事項がある方は、福祉避難

スペース受付を案内する。（食物アレルギーの方は、一般避難スペースを案内す

る。）

・ ケージに入れたペットと同伴避難してきた避難者がいた場合は、受付（避難

所によってはペット受付）にて「ペット受付カード（様式 22）」に記入しても

らい、ペット専用スペースへ案内する。体育館等の屋内で受付を行う場合、ケ

ージに入れたペットの一時的な持ち込みは可能とし、受付で受付カード記入後、

ペット専用スペースへ案内する。

・ 総務班等は、外国語通訳が必要な避難者がいる場合は、避難者及びボランテ

ィアの中に通訳のできる人がいないか確認し、対応が困難な場合は、市避難所

派遣職員を通じて災対教育部へ報告し、災害ボランティアセンターのほか、市

の通訳ボランティア登録制度、都の語学ボランティア派遣制度の要請を依頼す

る。

４ 避難者の誘導 （担当：運営スタッフ）

・ 運営スタッフは、人数に余裕がある場合、避難者のネームカードの色、スペ

ースの番号等を確認し、避難者の誘導を行う。
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３ 配慮が必要な方への対応
受付カードの配慮事項に記載があった方(食物アレルギーを除く)は、福祉避難ス

ペース受付へ案内する。福祉避難スペース受付では「福祉避難スペース受付質問票

（様式 23）」に記載された質問をして、回答に応じた福祉避難スペースへ案内（福

祉避難スペース用ネームカード（黄色））する。

なお、福祉避難スペースに案内する際、介護者・介助者が必要な場合には、原則

として介護者・介助者１名の同伴を認める。質問の回答内容により、福祉避難スペ

ースへの避難に当てはまらなかった方は、一般避難スペースへ案内する。福祉避難

スペース受付の担当者は、「初期避難者受付カード（様式６）」等で配慮事項を控え、

一般避難スペース用ネームカード（水色）は受付にあるものを受け取って渡す。

食物アレルギーの場合は、食料等の配布で対応の必要があり、避難スペースにつ

いては一般避難スペースへの避難とする。対象者が子どもの場合は受付でアレルギ

ー缶バッジの紹介をする。

避難所において、高齢者、障がい者、外国人、女性、子ども等、様々な配慮が必

要な方については、本人や家族から丁寧に話を聞き、健康状態等を的確に把握し、

支援に努める。

特に、聴覚障がいの方と接するときには、求めに応じて、メッセージボードを使

用し筆談を行う等、柔軟に対応する（合理的配慮の提供）。
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４ 受入期間の避難所業務基本手順
項 目 内 容 担 当

受
入
時
の
運
営

避難者への情報提供
市災害対策本部から気象情報、避難情報、災害情報等の情報

提供を受けた場合、避難者へ適宜伝達する。

市避難所派遣職員

本部役員等

避難者の状況把握

「初期避難者受付カード（様式６）」を用いて避難者の人数

及び世帯数を把握する。

市避難所派遣職員

総務班

保健衛生班等

避難者の健康観察を行い、体調が悪化した場合には 119 番通

報し、市災害対策本部へ報告する。

福祉避難スペースでの避難生活が著しく困難な避難者がいる

場合は、「福祉避難所受入対象候補者状況チェック表（様式

19）」を用いて避難者の状況確認を行い、災対福祉保健部へ

報告する。

市災害対策本部へ

の連絡

「避難(場)所状況報告書（様式１・裏面）」を用いて、毎時

０分に避難者数を災対教育部へ報告する。ライフライン等の

状況の変化がある場合は併せて報告する。 市避難所派遣職員

大きな状況変化（混雑、断水、停電、急病人、避難者が全員

帰宅等）があった場合は災対教育部へ報告する。

避難者の受入調整
人数超過等により避難者の受入れが困難な場合は、災対教育

部へ報告し、受入れ先の調整を依頼する。
市避難所派遣職員

個人情報等の管理・

安否確認への対応

「初期避難者受付カード（様式６）」等の管理は慎重に行

い、安否確認の問い合わせがあった場合に記載された内容に

基づき対応する。
市避難所派遣職員

総務班等安否確認以外の問い合わせには即答せず、避難者側から折り

返し連絡するようにする。

継続安全確認・ライ

フライン設備の点検

避難所施設の継続安全確認、ライフライン設備の点検を定期

的に行う。
施設管理班等

食料・物資の提供

必要に応じて備蓄倉庫にある食料等を供出する。

（風水害時は原則として配布しない。）

市避難所派遣職員

物資供給班

保健衛生班等

飲料水は、原則として水道水とする。施設内の水道が断水し

ている場合、スタンドパイプから給水し、飲用とする。

アレルギー対応のため、配布時に原材料を表示する。

物資が不足した場合、災対教育部へ「食料依頼伝票（様式

４）」、「物資依頼伝票（様式５）」を使用し、要請する。

「物資管理表（様式 21）」を使用し、使用した備蓄品や支援

物資の数を品物ごとに把握する。

負傷者への応急手当
負傷者への応急手当を実施する。必要に応じて、119 番通報

をする。（繋がらない場合は、市災害対策本部へ）
保健衛生班等

災害時避難所特設

電話の管理

災害時避難所特設電話を避難者が公平に使用できるよう管理

する。
総務班等

トイレの衛生管理 施設内のトイレを巡回し、適宜清掃を行う。 保健衛生班等

ペット対策

ケージを使用しているペットのみを受入れ、受付で「ペット

受付カード（様式 22）」を記載してもらう。ペット専用スペ

ースにおいて、避難者の責任で管理する。 保健衛生班等

必要に応じて「ペット受付簿（様式 17）」を作成し、可能な

限りペット専用スペースでの飼い主の管理状況を確認する。

避難者ボランティ

ア対応

避難所運営への協力が可能な避難者ボランティアを受け付

け、各運営業務へ配分する。

本部役員

ボランティア班等
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５ 受入期間の避難所業務基本手順の解説
〇避難者への情報提供 （担当：市避難所派遣職員・本部役員等）

・ 市避難所派遣職員及び本部役員等は、災対教育部から気象情報、避難情報

の発表・発令・解除状況、ライフラインの停止・復旧状況等の情報提供を受

けた場合、受付付近に設置した掲示場所に情報を掲示する等して、随時、避

難者へ伝達する。

・ 市避難所派遣職員及び本部役員等は、避難者がテレビやラジオを視聴でき

る環境を整える。

〇避難者の状況把握 （担当：市避難所派遣職員・総務班・保健衛生班等）

・ 市避難所派遣職員及び総務班等は、避難者が記入した「初期避難者受付カ

ード（様式６）」から避難者数を把握する。

・ 受入期間においては、退所届の提出による把握は行わないこととし、一時

的な自宅の確認等を終え、第五編の避難所生活期間（P.40）以降に実施する

こととする。

・ 市避難所派遣職員は、一般避難スペースの避難者で体調が悪化した場合は、

市職員へ声をかけるように周知する。また、市避難所派遣職員は、悪化の状

況に応じて、119 番通報するとともに、市避難所派遣職員統制担当に報告す

る。市避難所派遣職員統制担当は、災対教育部へ報告する。

・ 専用スペースの担当市職員は、定期的に専用スペースに避難している避難

者の健康観察（検温等）を行い、体調が悪化した場合の対応は、一般避難ス

ペースと同様とする。

・ 福祉避難スペース担当市職員、保健衛生班等は、定期的に福祉避難スペー

スに避難している避難者の健康状態を把握し、体調が悪化した場合の対応は、

一般避難スペースと同様とする。

・ 福祉避難所を開設することが可能な状況にあり、福祉避難スペースでの生

活が著しく困難な避難者がいた場合は、福祉避難スペース担当市職員、保健

衛生班等が「福祉避難所受入対象候補者状況チェック表（様式 19）」を用い

てチェックを行い、災対福祉保健部へ報告する。

・ 災対福祉保健部は、職員の参集状況に応じて、可能な限り、保健師等の資

格を有する市職員を各避難所へ派遣・巡回させ、避難者の健康状況等を確認

する。
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〇市災害対策本部への連絡 （担当：市避難所派遣職員）

・ 市教育部避難所担当職員は、災対教育部から指示があるまで 1時間毎に「避

難(場)所状況報告書（様式１・裏面）」を作成し、毎時０分に災対教育部へ

報告する。

・ 混雑してきた場合は、定時報告を待たずに状況を災対教育部へ報告する。

・ 取材、ボランティア、寄付等の申し出があった場合は災対教育部へ報告し、

指示を仰ぐ。

〇避難者の受入調整 （担当：市避難所派遣職員）

・ 施設管理者と相談し、あらかじめ決められた開放スペースが人数超過によ

り避難者の受入れが困難となった場合や、施設が危険となった場合は、災対

教育部へ報告し、避難者の受入れ先の調整を依頼する。

〇個人情報等の管理・安否確認への対応 （担当：市避難所派遣職員・総務班等）

・ 「初期避難者受付カード（様式６）」等は個人情報であるため、受付や本部

等、常に担当者が所在し、かつ避難者の目に触れない場所で管理する。（可能

であれば施錠可能な書庫等で保管する。）

・ 避難者の中には、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待等の関係

者が含まれている可能性があるので、避難所の運営以外に情報が使用される

ことのないよう、管理を徹底する。

・ 安否確認の問い合わせには、「初期避難者受付カード（様式６）」の同意欄

を確認した上で回答する。合意がない避難者の安否確認には、「この避難所で

は分かりません」等、明言を避けて回答する。

・ 安否確認以外の問い合わせには即答せず、問い合わせた人の連絡先等を聴

取して、避難者側から連絡するようにする。

〇継続安全確認・ライフライン設備の点検 （担当：施設管理班等）

・ 震災時には、避難所開設前の避難所施設の安全確認（ガラス飛散・危険個

所の把握等）結果も踏まえ、定期的に継続安全確認を行う。（余震後にも実施）

・ 避難所施設のライフライン設備（電気・上水道・下水道トイレ等）の点検

も継続して定期的に行い、震災時には使用可否及び復旧の状況を、風水害時

には使用可否の状況を確認する。

ライフライン設備が使用ができなくなった場合には、照明、応急給水用ス

タンドパイプ、携帯トイレ、仮設トイレ、災害時避難所特設電話等の災害用

資機材の使用を準備し、復旧した場合には、水洗トイレ、上水道の使用を再

開する。使用再開後は、状況に応じて仮設トイレ、マンホールトイレ、応急

給水用スタンドパイプの使用を終了する。
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〇食料・物資の提供 （担当：市避難所派遣職員・物資供給班・保健衛生班等）

・ 食事については、風水害時の際には原則避難者自らが持参したものとする

が、開設が長時間となった場合等、災対教育部からの指示に従い、備蓄倉庫

にあるものを供給する。震災時には、準備ができ次第、供給を開始する。

・ 物資供給班等は、食料配布の準備として、備蓄倉庫内の備蓄数量や避難者

の数から一人あたりの配布数量を検討する。また、炊き出し用アルファ化米

を配布する場合には、お湯を沸かす等、炊き出しの準備を行う。

・ 保健衛生班等は、食料の配布にあたり、東京都が作成した「避難所ですぐ

に使える食中毒予防ブック（平成 29 年９月）」を参考に、衛生管理を実施す

る。

・ 飲料水は、原則として水道水とする。施設内の水道が断水している場合は、

応急給水用スタンドパイプから給水し、飲用とする。

・ 食物アレルギーがある避難者でも、安心して食料を受け取ることができる

よう、食料を配布する際は、必ず原材料一覧を掲示する。アレルギー缶バッ

ジを着用している子どもの避難者等に食料を配布する際は、原材料等に配慮

する。

・ 必要に応じて備蓄倉庫にある毛布・エアマットを供出する。毛布・エアマ

ット等は福祉避難スペースを優先して配布する。福祉避難スペース以外のス

ペースにおいても、高齢者等配慮が必要な方へ優先して配布する。

・ 不足する物資等がある場合は「食料依頼伝票（様式４）」、「物資依頼伝票

（様式５）」等を使用して災対教育部へ要請する。

・ 「物資管理表（様式 21）」を使用し、使用した備蓄品・支援物資の数を品

物ごとに把握する。

〇負傷者への応急手当 （担当：保健衛生班等）

・ 震災時には、災害時集合場所を開放する段階において設置したスペースな

どで、保健衛生班等は、引続き、受け入れた避難者の応急手当を実施する。

・ 風水害時にも負傷者が発生した場合には震災時と同様に可能なスペースで

対応する。

・ 対応が困難な重傷者等については、その場から 119 番通報で救急要請を行

い、（繋がらない場合は、災対教育部へ）、救急隊到着まで対応をする。

・ 看護師ボランティアの参集が各避難所で確認された場合は、応急手当の支

援等を要請する。
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〇災害時避難所特設電話の管理 （担当：総務班等）

・ 災害時避難所特設電話を施設管理班等が設置した場合には、総務班等で避

難者が公平に使用できるよう管理する。管理方法として、一人あたりの使用

時間等のルールを決め、周知する。

〇トイレの衛生管理 （担当：保健衛生班等）

・ 定期的に施設内のトイレを巡回、点検し、必要に応じて清掃及びトイレッ

トペーパー・石鹸等の補充を実施する。消耗品等については、原則施設に備

え付けのものを使用する。

〇ペット対策 （担当：保健衛生班等）

・ 原則飼い主が持参したケージ等を使用しているペットのみを受け入れ、ペ

ット専用スペースへ収容し、自己責任によって管理する。

ペットを連れてきた避難者に対しては、入口の周辺などで受付（避難所によ

ってはペット受付）で届け出るよう呼びかけ、「ペット受付カード（様式

22）」を記載してもらい、「ペットの飼育について（資料６）」の掲示を周知

する。受入れの際は、一般避難スペース等ほかのスペースへは収容しないよ

う留意する。

発熱者等専用スペースへ避難すべき避難者がペットと同伴で避難する場合

に備え、ペット専用スペース内に可能な限りスペースを空けて、発熱者等専

用のペットのケージを置くスペースを確保する。

・ 保健衛生班等は、必要に応じて「ペット受付簿（様式 17）」を作成し、可

能な限りペット専用スペースを巡回し、飼い主の管理状況を確認する。

〇避難者ボランティア対応 （担当：本部役員・ボランティア班等）

・ ボランティア班は、開設準備で開設したボランティア窓口において、避難

所運営への協力が可能な避難者ボランティアの受付を実施し、本部役員等と

各運営業務の必要人数を協議し、受け付けた避難者ボランティアを配分する。
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第五編 避難所生活編（共通）

この編では、震災時及び洪水等の重大な被害の発生により、長期的な避難所生活

を行うこととなった場合について記載する。

１ 避難所生活における運営

⑴ 避難所生活における運営業務基本手順
項 目 内 容 担 当

避
難
所
生
活
期
間
の
運
営

避難者への情報提供

市災害対策本部から気象情報、避難情報、災害情報等の情

報提供を受けた場合、継続して、避難者へ伝達する。
市避難所派遣職員

本部役員等
被災者支援に関する情報を共有できるよう掲示する。

避難所利用者登録

名簿の作成

「避難所利用者登録票（様式７）」を使用し、在宅避難者

を含む避難者の登録を行う。

市避難所派遣職員

総務班等

「避難所利用者登録票（様式７）」から「避難者受付一覧

名簿（様式９）」を作成し、避難者の人数及び世帯数を把

握する。安否確認用の「避難所利用者名簿（公開用）（様式

10）」を作成する。

避難所運営本部会

議の実施・運営日誌

の作成

避難所運営本部会議を１日１回以上開催し、各班や避難者か

らの要望や避難所内の問題を把握する。
本部役員等

避難所運営の引継ぎとして使うことができるよう「避難所運

営日誌（様式３）」を毎日作成する。

避難者の健康観察

避難者の健康観察を行い、体調が悪化した場合には 119 番

通報するとともに、市避難所派遣職員統制担当を通じて災

対教育部へ報告する。
市避難所派遣職員

保健衛生班等
福祉避難スペースでの避難生活が著しく困難な避難者がい

る場合は、「福祉避難所受入対象候補者状況チェック表（様

式 19）」を用いて避難者の状況確認を行い、災対福祉保健

部へ報告する。

福祉避難所への搬

送支援

福祉避難所が開設された場合は、災対福祉保健部が搬送者

の調整を行う。市避難所派遣職員は、必要に応じて災対福

祉保健部の支援を行う。

市避難所派遣職員

市災害対策本部へ

の連絡

避難者人数を災対教育部の指定する時刻に「避難（場）所

状況報告書（様式１・裏面）」にて定時報告する。

市避難所派遣職員大きな状況変化（混雑、断水、停電、急病人、避難者が全

員帰宅等）があった場合は定時報告を待たず随時災対教育

部へ報告する。

避難者の受入調整
人数超過等により避難者の受入れが困難な場合は、災対教

育部へ報告し、受入れ先を調整する。
市避難所派遣職員

個人情報等の管理・

安否確認の対応

受付等で使用する様式の管理は慎重に行い、安否確認の問

い合わせがあった場合「避難所利用者名簿（公開用）（様式

10）」に記載された内容に基づき対応する。
市避難所派遣職員

総務班等
安否確認以外の問い合わせには即答せず、避難者側から折り

返し連絡するようにする。
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項 目 内 容 担 当

継続安全確認・ライ

フライン設備の点検

避難所施設の継続安全確認、ライフライン設備の点検を定

期的に行う。
施設管理班等

避難所運営資機材

の設置及び管理

風水害時の被災により、長期の避難生活が必要となった際

には、震災時の避難所開設準備と同様に機材を設置する。
施設管理班等

設置した機材は、各担当班へ引き継ぎ、運営することとす

るが、故障対応等については施設管理班等が行う。

食料・物資の提供

備蓄倉庫内の備蓄や支援物資の数量、在宅避難者を含む避

難者数から配布調整し、準備ができ次第、供給開始する。

市避難所派遣職員

物資供給班

保健衛生班等

飲料水は、原則として水道水とする。施設内の水道が断水し

ている場合、スタンドパイプから給水し、飲用とする。

アレルギー対応のため、配布時に原材料を表示する。

物資が不足した場合、災対教育部へ「食料依頼伝票（様式

４）」、「物資依頼伝票（様式５）」を使用し、要請する。

「物資管理表（様式 21）」を使用し、使用した備蓄品や支援

物資の数を品物ごとに把握する。

災害時避難所特設

電話の管理

災害時避難所特設電話を避難者が公平に使用できるよう管

理する。
総務班等

避難所内の衛生管理
避難所内の清掃ルールを取り決め、避難者が主体となって

清掃する。運営スタッフは、巡回や衛生管理を実施する。
保健衛生班等

避難所内の警備・犯

罪対策

避難所内の警備態勢や犯罪対策について検討し、市避難所

派遣職員は、必要に応じて市災害対策本部へ要望する。

市避難所派遣職員

施設管理班等

ペット対策

ペット専用スペースの巡回を行い、衛生や騒音について確認

する。問題がある場合は、本部役員等と連携して飼い主に対

して是正するよう依頼する。

本部役員

保健衛生班等

ボランティアへの

対応

各班に「各班ニーズ受付カード及び求人票（様式 15）」を配

布し、各班のニーズを調査する。各班のニーズに基づき、避

難者及び外部からのボランティアを募集し、派遣する。

ボランティア班等

避難スペースの再

構築・移設

間仕切りや段ボールベッド等が入手できた段階で避難スペ

ースを再構築する。
運営スタッフ

総合相談窓口の開設
避難者の生活再建・自立支援のための総合相談窓口を設置す

る。
市避難所派遣職員

避難者の自立支援
避難者の自立支援として、今後の住居・生活の見通しや応急

仮設住宅への入居希望等の意向調査を実施する。
市避難所派遣職員

避難者の退所

避難者が退所する場合「退所届（様式８）」の記入をお願

いする。

市避難所派遣職員

総務班等

避難者の退所があった場合は「避難者受付一覧名簿（様式

９）」の退所日に日付を記入する。「避難所利用者名簿（公開

用）（様式 10）」で公開している避難者の場合は、備考欄へ

「退所済」の旨、記入する。

全員の避難者が退所した場合、災対教育部へ報告する。閉

鎖の指示があるまで避難所は開設しておく。
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⑵ 避難所生活における運営業務基本手順の解説

〇避難者への情報提供 （担当：市避難所派遣職員・本部役員等）

・ （受入れ期間と同様）市避難所派遣職員及び本部役員等は、災対教育部か

ら気象情報、避難情報の発表・発令・解除状況、ライフラインの停止・復旧

状況等の情報提供を受けた場合、受付付近に設置した掲示場所に情報を掲示

する等して、随時、避難者へ伝達する。

・ （受入れ期間と同様）市避難所派遣職員及び本部役員等は、避難者がテレ

ビやラジオを視聴できる環境を整える。

・ 市災害対策本部から避難所内の避難者や在宅避難者への被災者支援に関す

る情報を掲示する。

〇避難所利用者登録・名簿の作成 （担当：市避難所派遣職員・総務班等）

・ 市避難所派遣職員及び総務班等は、新規の避難者の登録等が落ち着いた段

階で「避難所利用者登録票（様式７）」を使用し、避難者の登録を行う。

・ 在宅避難者も避難者同様に「避難所利用者登録票（様式７）」を使用して、

避難者の登録を行う。在宅避難者の把握は、食料、物資の配布等の調整をす

る際に重要であるため、必ず実施する。

・ 市避難所派遣職員及び総務班等は、「避難所利用者登録票（様式７）」から

「避難者受付一覧名簿（様式９）」、安否確認用の「避難所利用者名簿（公開

用）（様式 10）」を作成する。その際、スキャナーが利用できる場合の AI-OCR

の活用や SIM 端末の活用等による電子データでの名簿作成も検討する。

※AI-OCR とは：手書きの様式で記載した内容をスキャナーで電子データ化し、AIが文字認

識をする方法のこと。文字認識をした情報は、エクセルの表形式で出力され、各受付カ

ードの内容が１行ごとに表示される。文字認識の性能は比較的高く、手書きで写すより

効率的に名簿作成をすることが見込まれる。（元のスキャンデータさえあれば、避難所で

作業する必要はなく、避難所にいない市職員が対応することも可能。）

〇避難所運営本部会議の実施・運営日誌の作成 （担当：本部役員等）

・ 本部役員等は、避難所運営本部会議を１日１回以上開催し、各班や避難者

からの要望や避難所内の問題を把握する。避難所運営本部会議には避難者の

代表者等も加え、避難者の自主運営を促す。市災害対策本部への要望等は、

市教育部避難所担当職員から災対教育部へ報告する。必要に応じて、施設管

理者も会議へ参加し、施設の再開に向けた協議についても避難所運営本部会

議で実施する。
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・ 避難所運営本部全体としてローテーションを組んで避難所運営ができるよ

う調整を行う。その際、避難所運営の引継ぎとして使うことができるよう「避

難所運営日誌（様式３）」を毎日作成する。

〇避難者の健康観察 （担当：市避難所派遣職員・保健衛生班等）

・ （受入れ期間と同様）市避難所派遣職員は、一般避難スペースの避難者で

体調が悪化した場合は、市職員へ声をかけるように周知する。また、市避難

所派遣職員は、悪化の状況に応じて、119 番通報するとともに、市避難所派遣

職員統制担当に報告する。市避難所派遣職員統制担当は、災対教育部へ報告

する。

・ （受入れ期間と同様）専用スペースの担当市職員は、定期的に専用スペー

スに避難している避難者の健康観察（検温等）を行い、体調が悪化した場合

の対応は、一般避難スペースと同様とする。

・ （受入れ期間と同様）福祉避難スペース担当市職員、保健衛生班等は、定

期的に福祉避難スペースに避難している避難者の健康状態を把握し、体調が

悪化した場合の対応は、一般避難スペースと同様とする。

・ 福祉避難スペースでの生活が著しく困難な避難者がいる場合は、市福祉避

難スペース担当市職員、保健衛生班等が「福祉避難所受入れ対象候補者状況

チェック表（様式 19）」を用いてチェックを行い、災対福祉保健部へ報告す

る。

・ 災対福祉保健部は、保健師等の資格を有する市職員を定期的に各避難所へ

派遣・巡回させ、避難者の健康状況等を確認する。

〇福祉避難所への搬送支援 （担当：市避難所派遣職員）

・ 災対福祉保健部が搬送者の調整を行い、市災害対策本部にて搬送要員及び

車両を確保し、避難所へ派遣する。搬送対象者の避難所から福祉避難所への

搬送は、搬送対象者の家族又は市職員等が行う。市避難所派遣職員は、必要

に応じて搬送の支援を行う。

〇市災害対策本部への連絡 （担当：市避難所派遣職員）

・ 市教育部避難所担当職員は、災対教育部の指定する時刻に「避難（場）所

状況報告書（様式１・裏面）」にて避難所の状況を災対教育部へ報告する。

・ （受入れ期間と同様）混雑してきた場合は、定時報告を待たずに状況を災

対教育部へ報告する。

・ （受入れ期間と同様）取材、ボランティア、寄付等の申し出があった場合

は災対教育部へ報告し、指示を仰ぐ。
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〇避難者の受入調整 （担当：市避難所派遣職員）

・ （受入れ期間と同様）施設管理者と相談し、あらかじめ決められた開放ス

ペースが人数超過により避難者の受入れが困難となった場合や、施設が危険

となった場合は、災対教育部へ報告し、避難者の受入れ先の調整を依頼する。

〇個人情報等の管理・安否確認の対応 （担当：市避難所派遣職員・総務班等）

・ 「避難所利用者登録票（様式７）」、「避難者受付一覧名簿（様式９）」等は

個人情報であるため、受付や本部等、常に担当者が所在し、かつ避難者の目

に触れない場所で管理する。（可能であれば施錠可能な書庫等で保管する。）

・ （受入れ期間と同様）避難者の中には、配偶者からの暴力、ストーカー行

為、児童虐待等の関係者が含まれている可能性があるので、避難所の運営以

外に情報が使用されることのないよう、管理を徹底する。

・ 安否確認の問い合わせには、「避難所利用者名簿（公開用）（様式 10）」を

確認した上で回答する。名簿に記載されていない避難者の安否確認には、「こ

の避難所では分かりません」等、明言を避けて回答する。

・ （受入れ期間と同様）安否確認以外の問い合わせには即答せず、問い合わ

せた人の連絡先等を聴取して、避難者側から連絡するようにする。

〇継続安全確認・ライフライン設備の点検 （担当：施設管理班等）

・ （受入れ期間と同様）震災時には、避難所開設前の避難所施設の安全確認

（ガラス飛散・危険個所の把握等）結果も踏まえ、定期的に継続安全確認を

行う。（余震後にも実施）

・ （受入れ期間と同様）避難所施設のライフライン設備（電気・上水道・下水

道トイレ等）の点検も継続して定期的に行い、震災時には使用可否及び復旧

の状況を、風水害時には使用可否の状況を確認する。

ライフライン設備が使用ができなくなった場合には、照明、応急給水用ス

タンドパイプ、携帯トイレ、仮設トイレ等の災害用資機材の使用を準備し、

復旧した場合には、水洗トイレ、上水道の使用を再開する。使用再開後は、

状況に応じて仮設トイレ、マンホールトイレ、応急給水用スタンドパイプの

使用を終了する。

〇避難所運営資機材の設置及び管理 （担当：施設管理班等）

・ 施設管理班等は、風水害時の被災により、長期の避難生活が必要となった

際には、震災時の避難所開設準備と同様に、避難所のライフライン等の状況

に応じて、照明、トイレ、応急給水資機材、特設電話等の資機材の設置を行う。

・ 設置した機材は、各担当班へ引き継ぎ、運営することとするが、故障対応

等については施設管理班等が行う。
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〇食料・物資の提供 （担当：市避難所派遣職員・物資供給班・保健衛生班等）

・ 運営スタッフは、避難生活においての食料や物資の提供については、避難

者及び在宅避難者に対して同様に行うこととし、備蓄倉庫内の備蓄数や支援

物資の数量及び在宅避難者を含む避難者数から配布の調整をし、準備ができ

次第、供給を開始する。

・ 市災害対策本部は、在宅避難者に対して物資の配布状況などの情報を市民

への情報伝達手段（ホームページや SNS 等）のいずれかを使用して提供する。

・ （受入れ期間と同様）保健衛生班等は、食料の提供にあたり、東京都が作

成した「避難所ですぐに使える食中毒予防ブック（平成 29 年９月）」を参考

に、衛生管理を実施する。

・ （受入れ期間と同様）飲料水は、原則水道水とする。施設内の水道が断水

している場合は、応急給水用スタンドパイプから給水し、飲用とする。

・ （受入れ期間と同様）食物アレルギーがある避難者でも、安心して食料を

受け取ることができるよう、食料を配布する際は、必ず原材料一覧を掲示す

る。アレルギー缶バッジを着用している子どもの避難者等に食料を配布する

際は、原材料等に配慮する。

・ 炊き出しに関するボランティアや支援団体からの申し出について、市教育

部避難所担当職員が災対教育部に報告したうえで、調整し、炊き出しの日程

等を周知する。

・ 不足する物資等がある場合は避難所運営本部会議等を通じて市避難所派遣

職員と情報共有し、災対教育部へ「食料依頼伝票（様式４）」、「物資依頼伝

票（様式５）」等を使用して要請する。

・ （受入れ期間と同様）「物資管理表（様式 21）」を使用し、使用した備蓄品

や支援物資の数を品物ごとに把握する。

〇災害時避難所特設電話の管理 （担当：総務班等）

・ （受入れ期間と同様）災害時避難所特設電話を施設管理班等が設置した場

合には、総務班等で避難者が公平に使用できるよう管理する。管理方法とし

て、一人あたりの使用時間等のルールを決め、周知する。

〇避難所内の衛生管理 （担当：保健衛生班等）

・ 運営スタッフは、避難所内の清掃ルールを取り決め、避難者が主体となっ

て清掃するよう検討する。

・ 運営スタッフは、巡回により衛生管理を実施し、ゴミの収集等を実施する。
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〇避難所内の警備・犯罪対策 （担当：市避難所派遣職員・施設管理班等）

・ 運営スタッフは、避難所内の警備態勢や犯罪対策について検討する。市教

育部避難所担当職員は、必要に応じて災対教育部を通じて市災害対策本部へ

支援の要望をする。

〇ペット対策 （担当：本部役員・保健衛生班等）

・ ペット専用スペースの巡回を行い、衛生や騒音について確認する。問題が

ある場合は、本部役員等と連携して飼い主に対して是正するよう依頼する。

〇ボランティアへの対応 （担当：ボランティア班）

・ 各班に「各班ニーズ受付カード及び求人票（様式 15）」を配布し、各班の

ニーズを調査する。各班のニーズに基づき、避難者からボランティアを募集

し、派遣する。

・ 外部からのボランティアを受け入れる際は、原則狛江市社会福祉協議会が

設置する災害ボランティアセンターを通じて受け入れる。受け入れる際は、

「ボランティアの皆さんへ（資料７）」を掲示する。

・ 外部から多くのボランティアが集まってきたら、外部ボランティアの受入

れやニーズに対するとりまとめを行う「ボランティアコーディネーター」の

派遣を、市避難所派遣職員を通じて、市災害対策本部に要請する。「ボランテ

ィアコーディネーター」が派遣されてきた場合は、原則外部ボランティアの

受入れやとりまとめは「ボランティアコーディネーター」が行う。

〇避難スペースの再構築・移設 （担当：運営スタッフ）

・ 運営スタッフは、市災害対策本部を経由して協定締結先の企業等から避難

スペースの間仕切りや段ボールベッド等が入手できた段階で避難スペースを

再構築する。

・ 避難所生活においては、「避難所運営に必要なスペース（資料９）」を参

考に、施設管理者と使用する教室、部屋等を協議し、必要なスペースを設置

する。また、避難者の駐車場として校庭等を使用していいか、協議する。

・ 避難者数の変化や避難所施設側の要望に応じて避難スペースを閉鎖する場

合、運営スタッフは、残っている避難者の移動、避難スペースの引っ越しを

支援する。



47

〇総合相談窓口の開設 （担当：市避難所派遣職員）

・ 市避難所派遣職員は、避難生活が落ち着いた段階で、避難者の生活再建・

自立支援のための総合相談窓口を設置する。窓口では、市災害対策本部から

の情報提供や避難者のニーズの聴取を行う。

〇避難者の自立支援 （担当：市避難所派遣職員）

・ 市避難所派遣職員は、避難者の自立支援として、今後の住居・生活の見通

しや応急仮設住宅への入居希望等の意向調査を実施する。

〇避難者の退所 （担当：市避難所派遣職員・総務班等）

・ 避難者が退所する場合は「退所届（様式８）」に記入を依頼する。

・ 自宅の整理等、一時的な外出については、届け出を要さない。

・ 総務班等は、避難者の退所があった場合は「避難者受付一覧名簿（様式

９）」の退所日に日付を記入する。「避難所利用者名簿（公開用）（様式

10）」で公開している避難者の場合は、備考欄へ「退所済」の旨、記入する。

・ 全ての避難者が退所した場合は、速やかに災対教育部へ報告する。ただし、

災対教育部から閉鎖の指示があるまでは避難所の開設を継続する。
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２ 避難所の閉鎖
⑴ 避難所の閉鎖についての考え方

〇 避難所閉鎖の前提

ライフラインの復旧や応急仮設住宅の建設が進み、避難所に入所する避難者

が減少した場合で、市全体で避難所の縮小・統合・閉鎖に向けた準備を進める。

その際、自立困難者への生活再建に向けた支援や、早期の施設再開に向けた協

力が必要である。

〇 避難者の自立

自立が困難な避難者への支援が必要である。

市避難所派遣職員は、総務班等と協力し、自立困難避難者に対して、今後の

住居・生活の見通しや応急仮設住宅への入居希望等の意向調査を実施する。

〇 避難所施設の縮小整理・統合

避難者の減少や学校授業再開に伴う避難所の縮小や統合については、学校及

び市災害対策本部と緊密に連携し、実施する。

〇 避難所の閉鎖

避難所の閉鎖は市災害対策本部が決定し、市避難所派遣職員を通じて本部役

員に伝達する。

避難所の閉鎖に伴い、保管していた書類や物資等は、市災害対策本部へ引き

継ぐ。施設は、原則として原状復帰の上、施設管理者に引き渡す。
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⑵ 避難所閉鎖の基本手順

⑶ 避難所閉鎖の基本手順の詳細

１ 避難者への周知 （担当：市避難所派遣職員・本部役員等）

・ 市避難所派遣職員及び本部は、掲示物や施設館内放送などを使用して避難

者へ避難情報の解除を周知する。

・ 市教育部避難所担当職員は、市災害対策本部等から、ライフライン復旧の

目途や道路の閉鎖状況、仮設住宅への入所申請の情報等を受け取り、避難者

が安全に避難所から退所できるよう、情報を周知、提供する。

２ 避難所の縮小 （担当：市避難所派遣職員）

・ 閉鎖の判断は市災害対策本部が行い、市教育部避難所担当職員は、市災害

対策本部から閉鎖の指示があった場合、運営本部や避難者、施設管理者へ伝

える。

・ 市内の避難者が少数となり、避難所が集約される場合、市避難所派遣職員

は、災対教育部の指示に従って避難者に移動を促す。

項 目 内 容 担 当

閉
鎖

１ 避難者への周知

避難情報の解除を周知する。
市避難所派遣職員

本部役員等避難者にライフラインの復旧の目途や道路の閉鎖状況等

を周知し、避難者が安全に帰宅できる情報を提供する。

２ 避難所の縮小

市災害対策本部から閉鎖の指示があった場合、避難者と

施設管理者へ伝える。避難者が少数となり、避難所が集

約される場合は、災対教育部の指示に従って避難者に移

動を促す。

市避難所派遣職員

３ 避難所の閉鎖

避難者全員が退所したら、避難所を閉鎖し、災対教育部

へ閉鎖時間を報告する。「避難(場)所状況報告書（様式

１）」に閉鎖時間を記入する。

市避難所派遣職員

４ 閉鎖後の点検・

清掃

発熱者等専用スペースやペット専用スペースの消毒、消

臭を実施する。
市避難所派遣職員

施設の清掃・消灯を行い、様式・持込備品・ゴミ・忘れ

物を所属課へ持ち帰る。

５ 撤収・施錠

職員撤収日時が確定したら、「職員対応集計表（様式

14）」に記入する。 市避難所派遣職員

施設を施錠し、撤収する。
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３ 避難所の閉鎖 （担当：市避難所派遣職員）

・ 避難者全員が退所したら、避難所を閉鎖し、市教育部避難所担当職員は、

災対教育部へ閉鎖時間を報告し、「避難(場)所状況報告書(様式１)」に閉鎖

時間を記入する。

・ 運営時の記録（各様式等）は、事後検証等に役立てるために保管し、市避

難所派遣職員が市災害対策本部へ持ち帰る。

４ 閉鎖後の点検・清掃 （担当：市避難所派遣職員）

・ 閉鎖後、市避難所派遣職員は、施設の点検を行い、原則として使用前の状

態に復旧する。

・ 市避難所派遣職員は、発熱者等専用スペースやペット専用スペースの消

毒、消臭を実施する。

・ 大規模な清掃や持込備品等の撤収等対応が困難な場合は、市教育部避難所

担当職員から災対教育部へ協力を要請する。

・ 市避難所派遣職員は、物資、ゴミ等を持ち帰り、持参した備品等を安心安

全課執務室へ返却する。使用していない避難所備蓄物資は元の保管場所へ戻

す。

・ 市避難所派遣職員は、使用した備蓄品等の状況を安心安全課に報告する。

５ 撤収・施錠 （担当：市避難所派遣職員）

・ 市教育部避難所担当職員は、「職員対応集計表（様式 14）」の撤収時間を忘

れずに記載する。

・ 施設管理者が不在時に閉鎖する場合は、市避難所派遣職員が施錠を行う。
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第六編 各組織（班）の活動概要編（共通）

この編では、各組織（班）の活動について、時系列や作業内容を記載する。

１ 市避難所派遣職員

時期 災害・ページ 業務内容 使用資料

避
難
所
開
設
準
備
期
間

○水 26 態勢の確認

○震 17 ・ ○水 26 持参物の準備

○水 26 施設管理者との調整

○震 17 ・ ○水 26 参集

○震 17.18.19 ・○水 27 無線の開局・連絡手段の確保 資料１・２

○震 17.18 災害時集合場所の開設・避難者への説明

○震 18 ・ ○水 27 施設の安全確認・開錠・設備点検 様式１・２

○水 27 ボランティア窓口の開設

○震 19.20 ・○水 28 避難スペースの設営

○震 20～22 避難所運営機材の設置 資料３・10

○震 22 ・ ○水 28 感染症対策

○震 22.23 ・○水 29 避難者の受入準備 様式 14

避
難
者
受
入
期
間

○震○水 32 検温・問診

○震○水 32.33 発熱者等の誘導

○水 33 避難者の受付 様式６・22・23

○震○水 36 避難者への情報提供

○震○水 36 避難者の状況把握 様式 19

○震○水 37 市災害対策本部への連絡 様式１

○震○水 37 避難者の受入調整

○震○水 37 個人情報等の管理・安否確認の対応 様式６

○震○水 38 食料・物資の提供 様式４・５・21

避
難
所
生
活
期
間

○震○水 42 避難者への情報提供

○震○水 42.43 避難所利用者登録・名簿の作成 様式７・９・10

○震○水 43 避難者の健康観察 様式 19

○震○水 43 福祉避難所への搬送

○震○水 43 市災害対策本部への連絡 様式１

○震○水 44 避難者の受入調整

○震○水 44 個人情報等の管理・安否確認の対応 様式６
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○ 留意点

① 風水害時における指揮統括

風水害時には、事前の予測や対応が可能なことから、市避難所派遣職員が主

体的に避難所開設・運営を実施する。上記に記載の業務のすべてを市避難所派

遣職員が行わなければならないということではなく、市避難所派遣職員統制担

当が、協議会と連携し、協力内容、役割分担を調整・依頼する。

② 連絡手段の確保・外部との連絡窓口

市避難所派遣職員は、備蓄倉庫内に設置されている無線機を活用し、はじめ

に災対教育部への無線開局の報告を行う。その後も、随時状況について災対教

育部へ報告し、必要に応じて指示を受ける。連絡手段については、無線機の

他、SIM 端末等も併せて活用する等し、複数の手段を確保するよう努める。

また、避難所内の連絡手段として備蓄倉庫内にあるトランシーバーを使用す

る。（資料２）

避難所における開設時の各種要請事項等については、避難所運営本部会議等

からの要請に基づき、原則市教育部避難所担当職員が災対教育部へ要請等を行

う。

③ 施設の状況確認

市避難所派遣職員は、参集後、「避難(場)所状況報告書（様式１）」の第１

報を記入し、災対教育部へ状況を報告する。併行して各避難所備蓄倉庫安全確

認資機材セット内の「避難所立入りの前の安全確認手順」や「避難所（建物）

立ち入り前の安全確認チェック表（様式２）」を用いて避難所の状況を確認す

る。

○震○水 45 食料・物資の提供 様式４・５・21

○震○水 46 避難所内の警備・防犯対策

○震○水 46 避難スペースの再構築・移設 資料９

○震○水 47 総合相談窓口の開設・避難者の自立支援

○震○水 47 避難者の退所 様式８

避
難
所
閉
鎖

○震○水 49 避難者への周知

○震○水 49.50 避難所の縮小・閉鎖

○震○水 50 閉鎖後の点検・清掃

○震○水 50 撤収・施錠 様式 14
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④ 検温・問診所、専用スペースの設置及び運営

検温・問診所は、震災時には屋外に、風水害時には体育館に設置し、すべて

の避難者の検温及び問診を行う。市避難所派遣職員は協議会と協力し、対応を

行う。自宅療養者待機スペース、濃厚接触者専用スペース、発熱者等専用スペ

ースは市避難所派遣職員が主体となって誘導や健康観察を行う。

避難者の健康状況や容態が悪化し、P.14 に記載の緊急性の高い症状がある

場合には、救急の通報（119 番通報）を行い、医療機関への搬送を要請すると

ともに災対教育部へ報告する。東京消防庁の救急体制がひっ迫し、搬送が困難

な場合には、その旨を併せて災対教育部へ報告する。

避難所生活においては、保健衛生班等と協力して避難所内を巡回し、手指消

毒、マスクの着用、換気、体調管理等を徹底する。

⑤ 個人情報の管理

避難所内で扱う様式における個人情報については、市避難所派遣職員の責任

の下、総務班等と連携して管理する。受付等、常に担当者が所在し、かつ避難

者の目に触れない場所で管理する。（可能であれば施錠可能な書庫等で保管す

る。）
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２ 本部役員 （業務内容は参考例）

○ 留意点

① 本部役員の役割

震災時及び避難所生活期間においては、市避難所派遣職員及び市災害対策本

部と連携し、避難所運営本部を指揮統括する。本部役員は、避難所内の情報及

び各班の活動状況を集約し、避難所運営の方針を検討、決定する。

また、市避難所派遣職員と緊密な連携のもと、開設時における市災害対策本

部への各種要請事項等、密接な情報交換を行う。

可能な限り避難所運営本部としてローテーションを組んで避難所運営をする

ことができるよう調整を行う。その際、避難所運営の引継ぎとして使うことが

できるよう「避難所運営日誌（様式３）」を毎日作成する。

② 市避難所派遣職員の支援

避難所運営にあたり、検温・問診所、発熱者等専用スペース、福祉避難スペ

ース等、市避難所派遣職員や運営スタッフの活動としている部分についても、

各班の余剰人員、避難者ボランティアを割り振る等して支援する。

時期 災害・ページ 業務内容 使用資料

避
難
所
開
設
準
備
期
間

○水 26 態勢の確認（市からの協力要請）

○震 17 ・○水 26 持参物の準備

○震 17 ・○水 26 参集

○震 17.18 災害時集合場所の開設・避難者への説明

○震 22.23 ・○水 29 避難者の受入準備

避
難
者

受
入
期
間

○震○水 36 避難者への情報提供

○震○水 36 避難者の状況把握

○震○水 39 避難者ボランティア対応

避
難
所

生
活
期
間

○震○水 42 避難者への情報提供

○震○水 42.43 避難所運営本部会議の実施・運営日誌の作成 様式３

避
難
所
閉
鎖

○震○水 49 避難者への周知
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３ 総務班 （業務内容は参考例）

○ 留意点

① 避難者の受付

避難者の受付は、初期段階においては混乱が予測されるため、「初期避難者受

付カード（様式６）」を使用し、世帯数及び避難者人数の把握に努める。

余震の回数や周囲の状況、新規の避難者登録等の状況が落ち着いた段階で改

めて「避難所利用者登録票（様式７）」を使用し、正確な受付を行い、「避難者

受付一覧名簿（様式９）」を作成し、保管する。以後、新たな避難者には「避難

所利用者登録票（様式７）」に直接記入してもらう。（「初期避難者受付カード

（様式６）」は使用しない）

避難所施設のスキャナー等の使用が可能な場合には、市避難所派遣職員と協

力し、AI-OCR 等を使用した電子データでの名簿の作成を検討する。

② 個人情報の管理

受付等で使用する様式等には個人情報であるため、受付等、常に担当者が所

在し、かつ避難者の目に触れない場所で管理する。（可能であれば施錠可能な書

庫等で保管する。）

時期 災害・ページ 業務内容 使用資料

避
難
所
開
設
準
備
期
間

○水 26 態勢の確認（市からの協力要請）

○震 17 ・○水 26 持参物の準備

○震 17 ・○水 26 参集

○震 17.18 災害時集合場所の開設・避難者への説明

○震 22.23 ・○水 29 避難者の受入準備

避
難
者

受
入
期
間

○震○水 33 避難者の受付 様式６・22

○震○水 36 避難者の状況把握

○震○水 37 個人情報等の管理・安否確認への対応

○震○水 39 災害時避難所特設電話の管理

避
難
所

生
活
期
間

○震○水 42 避難所利用者登録・名簿の作成 様式７・９・10

○震○水 44 個人情報等の管理・安否確認への対応

○震○水 45 災害時避難所特設電話の管理

○震○水 47 避難者の退所 様式８
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４ 施設管理班 （業務内容は参考例）

○ 留意点

① 避難所施設の安全確認等

市避難所派遣職員、避難者ボランティア等と協力し、各避難所備蓄倉庫安全

確認資機材セット内の「避難所立入りの前の安全確認手順」や「避難所（建物）

立ち入り前の安全確認チェック表（様式２）」に基づき、建物の外部及び内部

の安全確認を行う。

施設の安全確認を行い、使用できる教室等を確認し、安全な場所のみを使用

する。

② 設置資機材の管理

設置した資機材は各担当班において運用するが、故障対応等については施設

管理班が行う。

③ 避難所施設内外の警備

避難所施設内外の警備活動を行う。警備活動においては原則２人一組とし、

女性の安全確保に十分配慮する。女性への配慮としては、「１人で出歩かな

い」「トイレまでの道の重点的なパトロール」等を実践する。

時期 災害・ページ 業務内容 使用資料

避
難
所
開
設
準
備
期
間

○水 26 態勢の確認（市からの協力要請）

○震 17 ・○水 26 持参物の準備

○震 17 ・○水 26 参集

○震 17.18 災害時集合場所の開設・避難者への説明

○震 18 ・○水 27 施設の安全確認・開錠・設備点検 様式２

○震 20～22 避難所運営機材の設置 資料３.10

避
難
者

受
入
期
間

○震○水 37 継続安全確認・ライフライン設備の点検 様式２

避
難
所

生
活
期
間

○震○水 44 継続安全確認・ライフライン設備の点検 様式２

○震○水 44 避難所運営資機材の設置及び管理

○震○水 46 避難所内の警備・犯罪対策
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５ 物資供給班 （業務内容は参考例）

○ 留意点

① 備蓄物資の各班への供給と不足分の要請

各班からの要請等に応じて備蓄倉庫内の資機材を提供する。払い出した物資

について、「物資管理表（様式 21）」を使用して、記録する。

また、備蓄倉庫内の状況を確認し、不足分の発生が予測される場合は、「食料

依頼伝票（様式４）」、「物資依頼伝票（様式５）」に記入し、避難所運営本部会

議に報告し要請する。

② 水（飲料水・生活用水）の確保

断水している場合は、施設管理班が設置する応急給水用スタンドパイプから

飲料水を確保する。なお、井戸水については、原則生活用水として使用し、飲

用水としては使用しない。

③ 救援物資の受入れ・管理

要請した物資が搬送されたら市避難所派遣職員と連携し「物資依頼伝票（様

式５）」にサインをして物資を受け取り、サイズや種類ごとに分類し、物資保

管場所等へ搬入する。不要な救援物資が到着したときは、受領を拒否して市避

難所派遣職員から市災害対策本部に報告する。

④ 女性専用物資の配布

生理用品等、女性専用物資の提供については、女性スタッフから提供する等配

慮する。

時期 災害・ページ 業務内容 使用資料

避
難
所
開
設
準
備
期
間

○水 26 態勢の確認（市からの協力要請）

○震 17 ・○水 26 持参物の準備

○震 17 ・○水 26 参集

○震 17.18 災害時集合場所の開設・避難者への説明

○震 20～22 避難所運営機材の設置 様式 21

避
難
者

受
入
期
間

○震○水 38
食料・物資の提供

（水害時には原則として食料を配布しない）
様式４・５・21

避
難
所

生
活
期
間

○震○水 45
食料・物資の提供

（水害時には原則として食料を配布しない）
様式４・５・21
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６ 保健衛生班 （業務内容は参考例）

○ 留意点

① 受付の補助

要配慮者及びペット同伴者の状況を把握するため、総務班が設置する受付・

福祉避難スペース受付に保健衛生班の担当者を配置し、情報の共有を図る。

② 避難所内の衛生管理

避難所運営本部会議等で清掃に関するルールを作成し、避難者が主体となっ

て毎日清掃するよう徹底する。保健衛生班は避難所内を巡回し、衛生管理を実

施する。避難所内に設置したゴミ箱のゴミの収集も、避難者と協力して実施す

る。トイレの清掃については、毎日午前午後の２回程度清掃を実施する。実施

した際は、「トイレ清掃実施時間（様式 18）」に清掃した日時を記入し、その場

に掲示する。

貯留式の仮設トイレの汲み取りについては、適宜市避難所派遣職員を通じて

市災害対策本部に要請する。

時期 災害・ページ 業務内容 使用資料

避
難
所
開
設
準
備
期
間

○水 26 態勢の確認（市からの協力要請）

○震 17 ・○水 26 持参物の準備

○震 17 ・○水 26 参集

○震 17.18
災害時集合場所の開設（応急手当の実施）

・避難者への説明

○震 19.20 ・○水 28 避難スペース設営（福祉避難スペースの設営）

○震 22.23 ・○水 29 避難者の受入準備（福祉避難スペース受付設置）

避
難
者
受
入
期
間

○震○水 33.34 避難者の受付（福祉避難スペース・ペット受付） 様式 22・23

○震○水 36 避難者の状況把握

○震○水 38 食料・物資の提供（食料提供における衛生管理）

○震○水 38 負傷者への応急手当

○震○水 39 トイレの衛生管理 様式 18

○震○水 39 ペット対策
様式 17

資料６

避
難
所

生
活
期
間

○震○水 43 避難者の健康観察

○震○水 45 食料・物資の提供（食料提供における衛生管理）

○震○水 45 避難所内の衛生管理 様式 18

○震○水 46 ペット対策 資料６
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７ ボランティア班 （業務内容は参考例）

○ 留意点

① ボランティアの活動範囲

ボランティアの活動範囲は、原則避難所内での活動とする。

② 避難者ボランティア

避難者ボランティアは、避難所運営への協力が可能な避難者で、震災時には

準備段階から、風水害時には受入期間から受付、各班や各運営業務への割振り

を行う。割振りにあたっては、本部役員等と協議する。

③ 外部ボランティア

外部からのボランティアを受け入れる際は、原則狛江市社会福祉協議会が設

置する災害ボランティアセンターを通じて受け入れる。「各班ニーズ受付カード

及び求人票（様式 15）」等からニーズを把握し、ボランティアを各班及び業務

へ割り振る。

時期 災害・ページ 業務内容 使用資料

避
難
所
開
設
準
備
期
間

○水 26 態勢の確認（市からの協力要請）

○震 17 ・○水 26 持参物の準備

○震 17 ・○水 26 参集

○震 17.18
災害時集合場所の開設（応急手当の実施）

・避難者への説明

○震 19 ・○水 27 ボランティア窓口の開設

避
難
者

受
入
期
間

○震○水 39 避難者ボランティア対応 資料７

避
難
所

生
活
期
間

○震○水 46 ボランティアへの対応
様式 15.16

資料７
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第七編 様式編

様式 No. 名称

様式１

（表・裏）
避難(場)所状況報告書

様式２ 避難所（建物）立ち入り前の安全確認チェック表

様式３ 避難所運営日誌

様式４ 食糧依頼伝票

様式５ 物資依頼伝票

様式６ 初期避難者受付カード

様式７

（表・裏）
避難所利用者登録票

様式８ 退所届

様式９ 避難者受付一覧名簿

様式 10 避難所利用者名簿（公開用）

様式 11 伝言メモ

様式 12 避難所運営メモ

様式 13 避難所からのお知らせ

様式 14 職員対応集計表

様式 15 各班ニーズ受付カード及び求人票

様式 16 登録ボランティア一覧表

様式 17 ペット受付簿

様式 18 トイレ清掃実施時間

様式 19

（表紙・個票）
福祉避難所受入対象候補者状況チェック表

様式 20 取材・調査受付票

様式 21 物資管理表

様式 22 ペット受付カード

様式 23 福祉避難スペース受付質問票
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第八編 資料編

資料 No. 名称

資料 1 無線機の使用方法

資料２ トランシーバーの使用方法

資料３ 使用禁止（トイレ）

資料４ 避難所でのルール

資料５
災害用伝言ダイヤル（171）・災害用伝言板（web171）へ登

録・確認しましょう!

資料６ ペットの飼育について

資料７ ボランティアの皆様へ

資料８ 避難所内で取材・調査を希望される方へ

資料９ 避難所運営に必要なスペース

資料 10 災害時避難所特設電話の設置方法
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